
安保理決議一三二五号と関連決議の実施を通じた「女性と平和・安全保障」の課題への取り組みの現状と課題
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安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
と
関
連
決
議
の
実
施
を
通
じ
た

「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
へ
の
取
り
組
み
の
現
状
と
課
題

三　
　

輪　
　

敦　
　

子

一　

は
じ
め
に

「
画
期
的
」
と
の
評
価
を
受
け
、
そ
の
実
施
に
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
た
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
に
関
す
る
安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
で
あ
る
が
、
二
○
○
○

年
の
決
議
採
択
以
降
、
そ
の
実
施
が
順
調
に
進
展
し
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
決
議
採
択
か
ら
八
年
が
経
過
し
た
頃
か
ら
、
安
保
理
は
、
い
く
つ
か
の

関
連
決
議
を
採
択
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
二
○
○
八
年
の
安
保
理
決
議
一
八
二
○
号
で
あ
り
、
二
○
○
九
年
に
は
一
八
八
八
号
と
一
八
八
九
号
、
二
○
一
○
年
に
は

紛
争
予
防
か
ら
平
和
構
築
に
い
た
る
全
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
意
思
決
定
へ
の
女
性
の
参
加
や
女
性
に
対
す
る
暴
力
へ
の
適
切
な
対
応
な
ら
び
に
根
絶
を
求
め
る
安
保
理
決
議

一
三
二
五
号
は
、
武
力
紛
争
と
女
性
に
焦
点
を
当
て
た
初
め
て
の
安
保
理
決
議
と
し
て
計
り
知
れ
な
い
意
義
を
有
す
る
も
の
の
、
実
施
に
向
け
た
十
分
な
加
盟
国
な
ら
び
に
国

連
諸
機
関
の
政
治
的
意
思
と
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
重
大
な
課
題
が
あ
る
。

六
本
の
関
連
決
議
お
よ
び
国
別
行
動
計
画
、
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
、
戦
略
的
成
果
枠
組
と
い
っ
た
決
議
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の
枠
組
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
、
徐
々

に
で
は
あ
る
が
、
決
議
が
具
体
的
な
成
果
を
上
げ
る
た
め
の
体
制
が
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
不
処
罰
の
根
絶
を
始
め
と
し
て
、
未
だ
に
解
決
へ

の
道
が
確
か
で
は
な
い
課
題
は
数
多
い
が
、
女
性
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に
関
す
る
包
括
的
な
理
解
と
連
帯
の
醸
成
、
紛
争
に
関
連
し
た
男
性
へ
の
暴
力
の
課
題
化
等
、

一
三
二
五
号
決
議
が
、
決
議
採
択
当
初
に
想
定
さ
れ
た
以
上
の
波
及
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
側
面
も
存
在
す
る
。
平
和
や
安
全
保
障
概
念
の
再
定
義
に
結
び
つ
く
か
ど
う
か

は
ま
だ
不
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
三
二
五
号
決
議
を
通
じ
た
女
性
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
の
解
決
が
、
よ
り
包
括
的
な
意
味
で
の
平
和
に
貢
献
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

論
文
要
旨



2

一
九
六
○
号
を
採
択
し
た
。
決
議
採
択
一
〇
周
年
に
あ
た
る
二
○
一
○
年
に
は
、
一
〇
年
間
の
進
捗
と
課
題
を
検
証
し
た
事
務
総
長
報
告
（S

/2010/498

）
が
作
成
さ
れ
る

と
同
時
に
、
い
く
つ
か
の
記
念
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
国
連
人
口
基
金
（
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
）
等
が
一
〇
年
間
の
歩
み
を
検
証
す
る
報
告
書
を
作
成
し
た（

1
）。

そ
の
後
、

二
〇
一
三
年
六
月
に
は
二
一
〇
六
号
、
そ
し
て
同
年
一
〇
月
に
は
二
一
二
二
号
が
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
二
○
○
○
年
の
決
議
採
択
以
降
、
何
年
間
か
の
間
は
「
眠
っ
た
」
状
態
に
あ
っ
た
一
三
二
五
号
決
議
は
、
過
去
5
年
ほ
ど
の
間
に
、
そ
の
実
施
と
「
女

性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
の
解
決
に
向
け
た
枠
組
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
づ
く
り
が
急
速
に
進
展
し
て
い
る
。
望
ま
れ
る
成
果
を
上
げ
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
に
し
て
も
、

以
前
に
比
べ
る
と
各
国
政
府
を
含
め
た
関
係
機
関
の
真
剣
さ
と
誠
実
さ
は
確
実
に
明
確
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
一
三
二
五
号
と
関
連
決
議
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
、
一
三
二
五
号
決
議
に
代
表
さ
れ
る
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
解
決
を
「
権
利
」

と
い
う
枠
組
か
ら
支
援
す
る
ツ
ー
ル
と
な
る
、
二
○
一
三
年
に
採
択
さ
れ
た
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
一
般
勧
告
第
三
〇
号
「
紛
争
予
防
・
紛
争
下
・
紛
争
後
の
状
況
に
お

け
る
女
性
」
に
も
触
れ
る
。
続
い
て
、
一
三
二
五
号
と
関
連
決
議
の
実
施
を
通
じ
た
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
に
関
す
る
現
状
に
つ
い
て
、
同
課
題
に
関
す

る
国
連
事
務
総
長
報
告
を
参
照
し
な
が
ら
概
観
す
る
。
そ
の
後
、
一
三
二
五
号
決
議
の
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の
主
要
な
枠
組
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
、「
国
別
行
動

計
画
（N

ation
al A

ction
 P

lan
s: N

A
P

s

）」、「
安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標
」、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
関
す
る
戦

略
的
成
果
枠
組
（S

trategic resu
lts fram

ew
ork on

 w
om

en
 an

d peace an
d secu

rity

）」
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
機
能
し
て
い
る

か
を
検
討
す
る
。
続
い
て
、
二
○
一
三
年
の
後
半
か
ら
進
み
始
め
た
日
本
に
お
け
る
国
別
行
動
計
画
策
定
の
動
き
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
た
い
。
最
後
に
、
国
連
に
よ

る
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
に
関
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
研
究
者
に
よ
る
議
論
も
参
照
し
つ
つ
、
一
三
二
五
号
な
ら
び
に
関
連
決
議
の
実
施
を
通
じ
た
「
女
性

と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
の
解
決
に
向
け
た
展
望
と
課
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

二　

安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
と
関
連
決
議
お
よ
び
文
書

安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
に
つ
い
て
は
、
二
○
〇
九
年
ま
で
の
関
連
決
議
と
併
せ
、
拙
稿（

2
）で

紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
二
○
一
三
年
一
〇
月
ま
で
に
、

さ
ら
に
三
本
の
関
連
決
議
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
本
稿
で
は
、
再
度
、
各
決
議
の
概
要
を
説
明
し
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
に
関
す
る
安
保
理
決
議

の
全
体
像
を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。
特
に
、
設
置
や
任
命
が
求
め
ら
れ
て
い
る
組
織
や
役
職
、
お
よ
び
事
務
総
長
等
、
決
議
が
求
め
る
取
り
組
み
を
実
施
す
る
主
体
の
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役
割
や
責
任
に
重
点
を
置
い
て
説
明
し
た
い
。

安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
（
二
○
○
○
年
一
〇
月
）「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」

武
力
紛
争
に
関
連
す
る
女
性
の
課
題
に
焦
点
を
当
て
た
初
め
て
の
決
議
。
決
議
の
主
な
内
容
は
、
以
下
の
4
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
武
力
紛
争
に
関
連
す
る
女
性

の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
現
地
で
の
体
制
を
整
え
る
こ
と
、
②
全
て
の
レ
ベ
ル
の
意
思
決
定
に
女
性
が
参
加
す
る
こ
と
、
③
紛
争
予
防
か
ら
平
和
構
築
に
関
わ
る
国
連

要
員
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
、
④
性
的
暴
力
か
ら
女
性
と
少
女
を
保
護
す
る
と
同
時
に
加
害
者
を
処
罰
す
る
こ
と
。

安
保
理
決
議
一
八
二
〇
号
（
二
○
○
八
年
六
月
）「
武
力
紛
争
に
お
け
る
性
的
暴
力
の
根
絶
」

武
力
紛
争
下
の
性
的
暴
力
に
焦
点
を
絞
っ
た
初
め
て
の
決
議
。
国
連
の
平
和
維
持
活
動
に
お
け
る
性
的
搾
取
・
虐
待
へ
の
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
（
例
外
な
き
加
害
者
の

処
罰
）
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
登
場
。

安
保
理
決
議
一
八
八
八
号
（
二
○
○
九
年
九
月
）「
武
力
紛
争
に
お
け
る
性
的
暴
力
に
関
す
る
一
八
二
○
号
決
議
の
実
施
」

事
務
総
長
に
対
し
、
高
位
の
意
思
決
定
レ
ベ
ル
へ
の
女
性
の
任
命
と
「
武
力
紛
争
下
の
性
的
暴
力
に
関
す
る
事
務
総
長
特
別
代
表
」
の
任
命
を
要
求（

3
）。

平
和
維
持
派
遣

団
へ
の
女
性
保
護
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（w

om
en

’s protection
 advisors

）
の
派
遣
を
要
請
す
る
と
同
時
に
、
性
的
暴
力
へ
の
関
与
が
疑
わ
れ
る
組
織
に
関
す
る
情
報
の
提

供
を
要
請
。「
法
の
支
配
と
紛
争
下
の
性
的
暴
力
に
関
す
る
専
門
家
チ
ー
ム
（T

h
e T

eam
 of E

xperts on
 th

e R
u

le of L
aw

 an
d S

exu
al V

iolen
ce in

 C
on

flict

）」

の
設
置
を
要
請（

4
）。

安
保
理
決
議
一
八
八
九
号
（
二
○
○
九
年
一
〇
月
）「
紛
争
後
の
平
和
構
築
プ
ロ
セ
ス
へ
の
女
性
の
参
加
」

一
三
二
五
号
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
の
策
定
な
ら
び
に
紛
争
後
の
状
況
下
に
お
け
る
女
性
と
少
女
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
や
女
性
の
参
加
を
阻
む
要
因
に
つ
い
て
の
報

告
作
成
を
事
務
総
長
に
要
求
。女
性
を
被
害
者
と
し
て
の
み
扱
う
の
で
は
な
く
、武
力
紛
争
の
解
決
に
重
要
な
貢
献
を
お
こ
な
う
主
体
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
促
す
。
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安
保
理
決
議
一
九
六
○
号
（
二
○
一
○
年
一
二
月
）「
紛
争
に
関
連
す
る
性
的
暴
力
の
予
防
お
よ
び
不
処
罰
の
根
絶
」

一
八
二
○
号
、
一
八
八
八
号
、
一
九
六
○
号
の
実
施
状
況
を
毎
年
、
安
保
理
に
報
告
す
る
よ
う
事
務
総
長
に
勧
告
。
報
告
に
は
性
的
暴
力
の
加
害
者
に
関
す
る
情
報
を

含
む
こ
と
を
要
求（

5
）。

安
保
理
決
議
二
一
○
六
号
（
二
○
一
三
年
六
月
）「
性
的
暴
力
に
関
す
る
不
処
罰
根
絶
の
た
め
の
機
能
強
化
」

平
和
維
持
派
遣
団
へ
の
女
性
保
護
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
配
置
を
要
請
。

安
保
理
決
議
二
一
二
二
号
（
二
○
一
三
年
一
〇
月
）「
平
和
・
安
全
保
障
に
お
け
る
女
性
の
参
加
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
人
権
の
保
障
」

事
務
総
長
に
対
し
、
一
三
二
五
号
実
施
に
関
す
る
世
界
規
模
の
調
査
（global stu

dy on
 th

e im
plem

en
tation

 of resolu
tion

 1325

）
を
実
施
し
報
告
書
を
作
成

す
る
よ
う
要
請
。
報
告
書
は
、
二
○
一
五
年
に
予
定
さ
れ
て
い
る
高
官
級
評
価
会
合
（h

igh
-level review

）
の
準
備
文
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
実
施
状
況
を
監
視
し
実
施
を
促
進
す
る
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
二
○
一
三
年
一
〇
月
に
、「
紛
争
予
防
・
紛
争
下
・
紛
争
後
の
状

況
に
お
け
る
女
性
」
と
題
す
る
一
般
勧
告
第
三
〇
号
を
採
択
し
た
。
同
勧
告
は
、
条
約
の
締
約
国
に
対
し
、
以
下
の
二
点
、
す
な
わ
ち
、
①
一
三
二
五
号
お
よ
び
関
連
決

議
を
実
施
す
る
た
め
の
国
別
行
動
計
画
が
女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
沿
っ
た
内
容
で
あ
り
、
実
施
の
た
め
の
予
算
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
紛
争
が
女
性
の
権
利
に
与

え
る
影
響
を
認
識
し
対
応
す
る
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
。

一
三
二
五
号
と
関
連
決
議
、
さ
ら
に
は
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
一
般
勧
告
第
三
〇
号
を
概
観
す
る
と
、
二
○
○
○
年
に
一
三
二
五
号
を
採
択
す
る
こ
と
で
い
っ
た
ん
盛

り
上
が
っ
た
武
力
紛
争
と
女
性
の
課
題
へ
の
関
心
が
、
そ
の
後
、
決
議
採
択
で
満
足
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
熱
が
冷
め
た
時
期
を
経
て
、
一
〇
周
年
を
契
機
に
再
度
、

動
き
だ
し
、
い
く
つ
も
の
決
議
に
支
え
ら
れ
、
進
展
が
模
索
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
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三　
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
に
関
す
る
現
状

一
三
二
五
号
に
よ
り
、
国
際
社
会
に
よ
る
緊
急
の
取
り
組
み
の
必
要
性
が
確
認
さ
れ
た
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
に
関
す
る
様
々
な
課
題
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ

う
な
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
安
保
理
が
、
事
務
総
長
に
提
出
を
求
め
た
一
三
二
五
号
と
関
連
決
議
に
関
す
る
実
施
状

況
報
告
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
進
捗
と
成
果
に
関
す
る
現
状
を
検
証
し
て
み
た
い
。

一
三
二
五
号
の
実
施
状
況
に
関
す
る
包
括
的
な
事
務
総
長
報
告
と
し
て
は
、
二
○
一
○
年
九
月
に
出
さ
れ
た
国
連
事
務
総
長
報
告
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」

（S
/2010/498

）
が
あ
り
、
こ
の
報
告
書
で
は
、
二
○
一
○
年
以
降
の
決
議
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
八
八
九
号
決
議
に
よ
っ
て
策
定
が
求
め
ら
れ
た
「
安

保
理
決
議
一
三
二
五
号
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標
（
以
下
、
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標
）」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
同
報
告
書
と
実

施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標
に
つ
い
て
は
、
拙
稿（

6
）で

紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
は
、
そ
の
後
に
事
務
総
長
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
二
○
一
一
年
報
告

（S
/2011/598

）、
二
○
一
二
年
報
告
（S

/2012/732
）、
二
○
一
三
年
報
告
（S

/2013/525

）
に
基
づ
い
て
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
に
関
す
る
取
り
組
み
の
進
展
を

検
証
し
て
み
た
い（

7
）。

こ
れ
ら
の
報
告
書
で
は
、二
○
一
○
年
一
〇
月
の
安
保
理
議
長
声
明
（S

/P
R

S
T

/2010/22

）
で
示
さ
れ
て
い
る
方
向
を
受
け
、二
○
一
○
年
の
報
告
書
で
提
示
さ
れ
た
「
実

施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標
」
を
活
用
す
る
形
で
実
施
が
検
証
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
指
標
が
使
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、「
四
―
二
．
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
の
た
め
の
指
標
」
で
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
、
上
記
の
三
報
告
書
に
よ
り
、
成
果
と
課
題
を
概
観
し
て
み
た
い
。
三
報
告
書
は
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

に
続
き
、「
進
展
の
概
要
（O

verview
 of progress

）」
と
し
て
全
体
を
通
し
て
特
筆
す
べ
き
進
展
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
後
、
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的

指
標
と
同
様
に
、「
防
止
」「
参
加
」「
保
護
」「
救
援
・
復
興
」
の
四
分
野
の
実
施
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
二
○
一
一
年
報
告
と
二
○
一
三
年
報
告
で
は
「
調

整
お
よ
び
結
果
へ
の
説
明
責
任
（C

oordin
ation

 an
d accou

n
tability for resu

lts
）」
が
、
二
○
一
二
年
報
告
で
は
、
二
○
一
一
年
一
〇
月
の
安
保
理
議
長
声
明
（S

/

P
R

S
T

/2011/20

）
を
受
け
る
形
で
、
調
停
と
予
防
外
交
に
お
け
る
女
性
の
参
加
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
に
立
っ
た
武
力
紛
争
の
解
決
と
予
防
を
推

進
す
る
（A

dvan
cin

g gen
der-respon

sive resolu
tion

 an
d preven

tion
 of arm

ed con
flict

）」
と
題
す
る
セ
ク
シ
ョ
ン
が
設
け
ら
れ
、
最
後
に
「
考
察
と
提
言

（O
bservation

s an
d recom

m
en

dation
s

）」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

各
報
告
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
概
要
の
重
要
点
と
し
て
は
、
ま
ず
、
二
○
一
一
年
報
告
（S

/2011/598

）
で
は
、
一
〇
周
年
報
告
に
よ
り
、
一
三
二
五
号
決
議
の
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実
施
に
向
け
た
推
進
力
が
生
ま
れ
た
と
述
べ
、
実
施
に
あ
た
っ
て
の
調
整
能
力
の
向
上
や
、
紛
争
予
防
か
ら
長
期
的
な
平
和
構
築
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
へ
の
女
性
の
参
加
と

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
強
化
の
必
要
性
等
、
関
係
機
関
に
と
っ
て
共
通
の
優
先
事
項
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
し
て
い
る
（S

/2011/598, para. 3 

）。
ま
た
、
二
○
一
一
年

一
月
に
活
動
を
開
始
し
たU

N
 W

om
en

（U
n

ited N
ation

s E
n

tity for G
en

der E
qu

ality an
d th

e E
m

pow
erm

en
t of W

om
en

、
以
下
、
国
連
ウ
ィ
メ
ン
）
の

設
立
に
つ
い
て
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
を
進
展
さ
せ
る
た
め
の
最
も
重
要
な
制
度
的
発
展
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
歓
迎
し
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」

に
関
す
る
全
て
の
決
議
の
実
施
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
が
国
連
ウ
ィ
メ
ン
の
役
割
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（ibid

., para. 5 

）。

二
○
一
二
年
報
告
（S

/2012/732

）
で
は
、地
域
レ
ベ
ル
で
の
政
策
形
成
が
進
展
し
、ア
ラ
ブ
連
盟
（L

eagu
e of A

rab S
tates

）、西
ア
フ
リ
カ
諸
国
経
済
共
同
体
（
Ｅ

Ｃ
Ｏ
Ｗ
Ａ
Ｓ
）、
西
ア
ジ
ア
経
済
社
会
委
員
会
（
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｗ
Ａ
）
等
が
一
三
二
五
号
実
施
の
た
め
の
地
域
戦
略
や
地
域
行
動
計
画
を
策
定
し
、
決
議
実
施
を
推
進
し
て
い
る

こ
と
や
、
二
○
一
一
年
四
月
に
、
欧
州
評
議
会
（C

ou
n

cil of E
u

rope

）
が
、「
女
性
に
対
す
る
暴
力
と
家
庭
内
暴
力
の
予
防
お
よ
び
対
策
の
た
め
の
欧
州
評
議
会
条
約
」

を
採
択
し
た
こ
と
を
進
展
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
）
は
、
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
関
す
る
指
標
に
つ
い
て
の
最
初
の
報
告
書
を
ま
と
め
、
ま
た
、

北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
よ
る
一
三
二
五
号
決
議
実
施
に
関
す
る
報
告
書
を
二
○
一
一
年
一
一
月
に
発
表
し
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に

関
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
特
別
代
表
」
を
任
命
し
た
（S

/2012/732, para. 5

）。

二
○
一
三
年
報
告
（S

/2013/525

）
で
は
、
国
別
行
動
計
画
や
地
域
行
動
計
画
等
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
、
進
展
と
課
題
の
明
確
な
把
握
と
評
価
が
可
能
に
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
を
成
果
と
し
て
挙
げ
、
ま
た
、
新
た
に
、
紛
争
下
の
性
的
暴
力
に
対
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
防
止
を
強
化
す
る
た
め
に
安
保
理
決
議
二
一
〇
六
号
が
採
択
さ

れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

三
―
一　

予
防

「
予
防
」
に
つ
い
て
は
、
女
性
と
少
女
に
対
す
る
暴
力
の
防
止
と
並
ん
で
、
紛
争
そ
の
も
の
の
予
防
が
一
三
二
五
号
決
議
の
核
心
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る

（S
/2011/598, para 6

）。
二
○
一
一
年
報
告
で
は
、
平
和
維
持
派
遣
団
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
や
性
的
搾
取
・
虐
待
に
お
け
る
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
政
策
だ
け
で

は
な
く
、
紛
争
予
防
に
お
け
る
女
性
の
役
割
と
の
関
連
で
、「
予
防
」
に
も
っ
と
目
が
向
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（ibid

., para. 8

）。
ま
た
、
不
処
罰
の

根
絶
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
犯
罪
防
止
の
鍵
に
な
る
と
述
べ
、
国
際
法
廷
の
設
置
を
通
じ
て
、
こ
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
進
展
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
各
国
の
司
法

シ
ス
テ
ム
の
強
化
や
被
害
者
支
援
制
度
の
向
上
等
、
多
く
の
課
題
が
存
在
す
る
と
し
て
い
る
（ibid

., para. 10

）。
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
で
は
、
性
的
暴
力
の
被
害
者
に
対
し
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て
法
的
支
援
が
提
供
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
性
的
暴
力
へ
の
有
罪
判
決
が
二
○
○
九
年
の
0
件
か
ら
二
○
一
○
年
に
は
四
五
件
に
増
加
し
た
（ibid

.

）。
ま
た
、
二
○
一
二

年
報
告
で
は
、
国
連
に
よ
る
体
制
強
化
と
し
て
「
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
に
対
す
る
国
連
ア
ク
シ
ョ
ン
（U

n
ited N

ation
s A

ction
 A

gain
st S

exu
al V

iolen
ce 

in
 C

on
flict

）」
へ
の
参
加
機
関
が
、
紛
争
に
関
連
す
る
性
的
暴
力
を
予
防
し
対
応
す
る
た
め
に
協
力
し
て
活
動
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（S

/2012/732, 

para. 12

）。

国
連
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
性
的
搾
取
・
虐
待
を
予
防
し
、
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
政
策
を
徹
底
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
加
害
者
を
例
外
な
く
処
罰
す
る
た
め
の
努
力
も
続
い

て
お
り
、
二
○
一
○
年
に
は
報
告
が
あ
っ
た
事
例
の
八
七
％
に
対
し
、
加
盟
国
に
よ
る
検
証
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
二
〇
一
一
年
報
告
は
述
べ
て
い
る
（S

/2011/598, 

para. 12

）。
た
だ
、
二
○
一
二
年
報
告
で
は
、
報
告
さ
れ
て
い
な
い
事
例
が
多
数
、
存
在
す
る
可
能
性
に
触
れ
、
子
ど
も
や
国
連
に
よ
る
支
援
対
象
者
へ
の
性
的
搾
取
・

虐
待
と
レ
イ
プ
に
特
に
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
（S

/2012/732, para. 13

）。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
や
女
性
と
の
協
議
が
、
早
期
警
戒
デ
ー
タ
の
収
集
お
よ
び
適
切
な
対
応
に
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
も
成
果
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
全

体
と
し
て
は
ま
だ
そ
の
成
果
は
不
十
分
で
あ
り
、
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
に
関
す
る
事
務
総
長
特
別
代
表
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
局
、
国
連
ウ
ィ
メ
ン
が
共
同
で
、
紛
争
に
関
連

す
る
性
的
暴
力
に
関
す
る
早
期
警
戒
デ
ー
タ
を
開
発
し
、
国
連
の
早
期
警
戒
予
防
シ
ス
テ
ム
に
統
合
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
（ibid

., paras.14-15

）。
ま
た
、
紛
争

予
防
へ
の
女
性
の
参
加
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
十
分
に
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
女
性
の
役
割
や
課
題
に
目
が
向
け
ら
れ
る
の
は
紛
争
予
防
や
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
が
か
な
り

進
ん
で
か
ら
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
う
し
た
状
況
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
（ibid

. para. 16

）。

さ
ら
に
二
○
一
二
年
報
告
で
は
、
法
の
支
配
が
不
十
分
な
状
況
で
は
平
和
と
安
全
保
障
へ
の
脅
威
が
増
す
こ
と
に
触
れ
、
国
境
を
越
え
た
組
織
的
犯
罪
お
よ
び
人
身
売

買
に
対
す
る
取
り
組
み
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
、
ま
た
、
経
済
的
社
会
的
正
義
が
脅
か
さ
れ
た
状
態
が
紛
争
を
生
む
根
本
的
な
原
因
に
な
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

そ
し
て
、具
体
例
と
し
て
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
鉱
山
の
不
法
採
掘
が
、性
的
虐
待
や
人
身
売
買
と
結
び
つ
い
た
問
題
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
（ibid

.,  

para. 15

）。

二
○
一
三
年
報
告
は
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
へ
の
取
り
組
み
に
は
進
展
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
現
地
派
遣
団
か
ら
安
保
理
へ
の
報
告
は
性
別
年
令
別
で

な
い
こ
と
も
多
く
、
女
性
の
安
全
を
保
障
す
る
た
め
の
行
動
が
十
分
展
開
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
（S

/2013/525, para. 5

）。
二
○
一
二
年
に
採

択
さ
れ
た
五
三
の
安
保
理
決
議
の
う
ち
、
三
五
の
決
議
（
六
六
％
）
が
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
言
及
し
、
そ
の
う
ち
の
一
八
（
三
四
％
）
が
一
三
二
五
号
決
議
に
言

及
し
た
が
、
二
○
一
○
年
の
三
七
％
よ
り
少
な
い
割
合
と
な
っ
て
お
り
、
順
調
な
進
展
が
み
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
（ibid

., para. 7, B
ox 2

）。
二
○
一
三
年
報
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告
で
は
、
ま
た
、
近
年
、
顕
在
化
し
て
き
た
懸
念
と
し
て
、
男
性
と
少
年
に
対
す
る
性
的
暴
力
、
武
装
勢
力
に
よ
る
強
制
結
婚
を
挙
げ
て
い
る
（ibid

., para. 9

）。
二
○

一
三
年
四
月
に
Ｇ
８
が
「
紛
争
に
お
け
る
性
的
暴
力
防
止
に
向
け
て
の
宣
言
」
を
採
択
し
た
こ
と
に
は
歓
迎
の
意
を
表
し
（ibid

.

）、
ま
た
、
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力

を
予
防
す
る
た
め
に
は
、
人
身
売
買
や
強
制
結
婚
等
、
よ
り
広
い
レ
ベ
ル
で
の
女
性
に
対
す
る
人
権
侵
害
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
（ibid

., para. 10

）。

三
―
二　

参
加

一
三
二
五
号
決
議
と
関
連
決
議
に
お
い
て
、
安
保
理
は
一
貫
し
て
、
紛
争
予
防
か
ら
平
和
構
築
に
い
た
る
全
プ
ロ
セ
ス
で
の
意
思
決
定
へ
の
女
性
の
参
加
の
重
要
性
を

強
調
し
て
い
る
。
二
○
一
一
年
報
告
で
は
、
依
然
と
し
て
和
平
プ
ロ
セ
ス
へ
の
女
性
の
参
加
が
非
常
に
低
い
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
懸
念
を
表
明
し
、
女
性

が
排
除
さ
れ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
が
欠
如
し
た
和
平
合
意
で
は
、
紛
争
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
経
済
的
機
会
・
司
法
・
補
償
へ
の
ア
ク
セ
ス
か
ら
女
性
が
排
除
さ
れ
る
可
能

性
が
高
ま
る
と
し
て
い
る
（S

/2011/598, para. 18

）。
二
○
一
○
年
に
署
名
さ
れ
た
九
件
の
和
平
合
意
の
う
ち
、
女
性
の
権
利
保
障
に
関
す
る
項
目
が
含
ま
れ
て
い
た
の

は
二
件
（
二
二
％
）
だ
け
で
あ
っ
た
（ibid

.
）。

女
性
の
参
加
を
増
や
す
た
め
の
暫
定
的
特
別
措
置
や
ク
オ
ー
タ
制
の
活
用
も
試
み
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
は
、

ザ
ン
ビ
ア
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
お
い
て
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
委
員
会
の
委
員
選
挙
に
あ
た
っ
て
ク
オ
ー
タ
制
を
導
入
し
た
結
果
、
女
性
委
員
の
割
合
が
七
％
か
ら
三
六
％
に

増
加
し
た
（ibid

., para. 24

）。
女
性
が
国
連
の
現
地
派
遣
団
の
上
級
ポ
ス
ト
に
就
く
こ
と
は
、予
防
、保
護
、救
援
、復
興
の
全
プ
ロ
セ
ス
が
女
性
と
少
女
の
課
題
や
ニ
ー

ズ
を
反
映
す
る
も
の
に
な
る
た
め
に
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
し
、
二
○
一
一
年
六
月
現
在
、
二
八
の
平
和
維
持
活
動
、
政
治
派
遣
団
、
平
和
構
築
派
遣
団
の
う
ち
、
五
つ

の
派
遣
団
（
ブ
ル
ン
ジ
、
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
キ
プ
ロ
ス
、
リ
ベ
リ
ア
、
東
チ
モ
ー
ル
）
の
ト
ッ
プ
が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
（ibid

., para. 26

）。

ま
た
、
安
保
理
は
、
軍
隊
お
よ
び
警
察
要
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
女
性
の
数
を
増
や
す
よ
う
加
盟
国
に
要
請
し
て
お
り
、
日
本
を
含
む
い
く
つ
も
の
国
が
そ
の
要
請
に
応

え
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
（ibid

. para. 27

）。
そ
う
し
た
努
力
の
成
果
と
し
て
、
東
チ
モ
ー
ル
で
は
、
警
察
官
の
一
八
％
を
女
性
が
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
（ibid

.

）。

ま
た
、
ハ
イ
チ
と
リ
ベ
リ
ア
へ
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
イ
ン
ド
か
ら
女
性
警
察
官
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
派
遣
団
が
送
ら
れ
た
（ibid

.

）。
し
か
し
、
二
○
一
一
年
の
一
二

月
末
時
点
で
、
女
性
は
平
和
維
持
活
動
に
従
事
す
る
国
連
警
察
の
一
〇
％
、
軍
人
の
三
％
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
（S

/2012/732, para. 26

）、
こ
の
数
字
は
二
○
一
二
年

一
二
月
で
も
変
化
し
て
い
な
い
（S

/2013/525, para. 36

）。
警
察
官
と
軍
人
を
派
遣
し
て
い
る
国
の
う
ち
、
派
遣
要
員
の
一
〇
％
以
上
を
女
性
が
占
め
て
い
る
の
は
、
南

ア
フ
リ
カ
（
一
六
％
）
と
タ
ン
ザ
ニ
ア
（
一
〇
％
）
の
二
ヵ
国
で
あ
る
（ibid

.

）。
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二
○
一
二
年
報
告
で
は
、
ま
た
、
調
停
や
平
和
構
築
プ
ロ
セ
ス
へ
の
女
性
の
参
加
が
非
常
に
限
ら
れ
た
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る

（S
/2012/732, para. 18

）。
同
報
告
は
、
平
和
へ
の
移
行
期
が
女
性
の
政
治
参
加
を
高
め
る
機
会
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
女
性
の
国
会
議
員
比

率
が
三
〇
％
を
超
え
る
国
の
三
分
の
一
は
紛
争
か
ら
の
移
行
を
経
験
し
た
国
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
八
九
年
以
降
、
安
保
理
が
選
挙
実
施
支
援
を
お
こ
な
っ

た
国
で
は
、
二
○
一
二
年
六
月
段
階
で
、
女
性
の
国
会
議
員
比
率
が
世
界
平
均
を
上
回
る
二
三
・
五
％
に
達
し
て
い
る
（ibid

., para. 20

）
と
報
告
し
て
い
る
。
選
挙
へ

の
参
加
に
つ
い
て
は
、
投
票
に
際
し
て
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
ま
た
、
選
挙
に
立
候
補
す
る
女
性
や
当
選
し
た
女
性
に
対
す
る
研
修
の
提
供
に
も
注

意
が
向
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
（S

/2013/525, para. 24

）。

平
和
構
築
へ
の
女
性
の
参
加
促
進
に
関
し
て
は
、二
○
一
二
年
報
告
は
、国
連
南
ス
ー
ダ
ン
派
遣
団（
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
）が
設
立
を
支
援
し
た「
地
域
女
性
平
和
対
話
フ
ォ
ー

ラ
ム
（C

om
m

u
n

ity W
om

en
 P

eace D
ialogu

e F
oru

m

）」
の
事
例
を
紹
介
し
て
お
り
、
女
性
が
紛
争
の
早
期
警
戒
警
報
の
開
発
、
地
域
社
会
で
の
紛
争
調
停
、
性
的

暴
力
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
展
開
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（S

/2012/732, para. 28

）。

二
○
一
三
年
報
告
で
は
、
二
○
一
二
年
に
国
連
が
関
わ
っ
た
一
二
の
和
平
交
渉
の
国
連
調
停
支
援
チ
ー
ム
の
す
べ
て
に
女
性
が
参
加
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

（S
/2013/525, para. 16, B

ox 8

）。
ま
た
、
国
連
の
調
停
支
援
予
備
チ
ー
ム
に
は
二
○
一
一
年
時
点
で
は
一
人
し
か
女
性
は
い
な
か
っ
た
が
、
二
○
一
三
年
に
は
八
名
中

三
名
（
三
七
％
）
が
女
性
で
あ
っ
た
（ibid

., para. 19
）。
ま
た
、
二
○
一
二
年
一
二
月
の
時
点
で
は
、
全
て
の
平
和
維
持
派
遣
団
の
六
〇
％
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
（ibid

., para. 29, B
ox 13

）。

三
―
三　

保
護

保
護
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
た
女
性
と
少
女
に
固
有
の
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
規
範
的
な
枠
組
を
、
有
効
な
活
動
と
し
て
実
施
に
移
す
必
要
性
と
、
そ
の
た

め
に
は
多
く
の
課
題
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（S

/2011/598, para. 34
）。
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
局
等
、
様
々
な
関
係
機
関
が
保
護
に
関
す
る
研
修
マ
ニ
ュ
ア
ル
や

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
、
実
際
に
研
修
を
お
こ
な
っ
て
き
て
お
り
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
ハ
イ
チ
、
ダ
ル
フ
ー
ル
地
方
で
展
開
さ
れ
て
い
る
保
護
パ
ト
ロ
ー
ル
や
地

域
の
警
備
活
動
は
、
他
の
場
所
で
も
展
開
で
き
る
成
功
事
例
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
（ibid

., para. 36

）。
ま
た
、
国
内
避
難
民
と
し
て
生
活
す
る
女
性
た
ち
が
安
心

し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、
太
陽
光
発
電
の
ラ
ン
プ
や
燃
料
効
率
の
い
い
コ
ン
ロ
を
提
供
す
る
活
動
も
効
果
的
と
さ
れ
て
い
る
（ibid

. para. 37

）。
さ
ら
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ

Ｒ
が
お
こ
な
っ
て
い
る
身
分
証
明
書
類
、
結
婚
証
明
書
、
難
民
認
定
書
の
発
行
や
、
国
連
人
口
基
金
が
お
こ
な
っ
て
い
る
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
被
害
者
に
適
切
に
対
応
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す
る
た
め
の
研
修
も
有
効
な
事
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（ibid

., para. 38

）。
そ
し
て
、
保
護
の
た
め
の
活
動
を
十
分
に
展
開
す
る
た
め
に
は
暴
力
の
被
害
者
の
健

康
面
、
教
育
面
、
経
済
面
等
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
資
金
を
確
保
す
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
（ibid

., para. 40

）。

ま
た
、
小
型
武
器
・
軽
火
器
が
適
切
に
規
制
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
レ
イ
プ
や
他
の
性
的
暴
力
を
誘
発
す
る
原
因
に
な
る
と
し
て
、
女
性
と
少
女
の
保
護
の
観
点
か
ら
も
、

こ
れ
ら
の
管
理
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
（S

/2012/732, para. 35

）。

二
○
一
三
年
報
告
で
は
、
集
団
的
な
レ
イ
プ
を
含
む
民
間
人
へ
の
人
権
侵
害
の
発
生
が
続
い
て
い
て
、
民
間
人
保
護
が
深
刻
か
つ
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
し
、
ソ
マ
リ

ア
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
の
発
生
件
数
が
前
年
に
比
べ
て
一
〇
倍
の
一
一
万
五
千
件
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（S

/2013/525, para. 31

）。
ま

た
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
は
、
二
○
一
二
年
、
国
連
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
支
援
派
遣
団
が
活
動
を
開
始
後
初
め
て
、
民
間
人
の
被
害
者
数
は
減
少
し
た
も
の
の
、
殺
さ
れ
る

か
負
傷
し
た
女
性
と
少
女
の
人
数
は
二
○
一
一
年
に
比
べ
て
二
〇
％
の
増
加
と
な
っ
た
。
殺
害
さ
れ
た
女
性
と
少
女
の
大
部
分
は
、
反
政
府
勢
力
に
よ
り
日
常
生
活
の
最

中
に
攻
撃
を
受
け
て
お
り
、
女
性
の
権
利
の
た
め
に
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
殺
害
さ
れ
た
、
ナ
デ
ィ
ア
・
シ
デ
ィ
キ
（
ラ
グ
マ
ー
ン
州
女
性
課
題
局
局
長
代
行
）

の
よ
う
な
政
府
高
官
も
含
ま
れ
て
い
る
（ibid

.
）。

二
○
一
三
年
報
告
で
は
、
ま
た
、
頼
る
人
が
い
な
い
女
性
と
少
女
、
女
性
世
帯
主
、
妊
娠
中
あ
る
い
は
障
害
を
も
っ
た
女
性
、
老
齢
女
性
が
特
に
厳
し
い
状
況
に
お
か
れ
、

場
合
に
よ
っ
て
は
性
的
労
働
や
早
期
結
婚
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
、
そ
う
し
た
状
況
を
分
析
し
適
切
な
対
応
を
講
じ
る
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

（ibid
., para. 37

）。
ま
た
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
は
、
少
な
く
と
も
二
五
の
国
で
国
籍
法
上
、
女
性
が
差
別
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
し
、
そ
の
結
果
、
子
ど
も
が
無
国
籍
状

態
に
お
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（ibid

., para. 38

）。
保
護
の
観
点
か
ら
も
、
女
性
が
平
等
な
市
民
的
権
利
を
獲
得
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
経
済

的
社
会
的
権
利
の
保
障
が
、
女
性
に
対
す
る
保
護
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（ibid

., para. 40

）。
ま
た
、
国
際
的
な
武
器
貿
易
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基

づ
く
暴
力
と
の
関
係
を
認
め
た
初
め
て
の
条
約
と
し
て
、
二
○
一
三
年
四
月
二
日
に
採
択
さ
れ
た
武
器
貿
易
条
約
（A

rm
s T

rade T
reaty

）
を
紹
介
し
、
条
約
が
対
象

と
す
る
武
器
の
輸
出
に
あ
た
っ
て
は
、そ
れ
ら
の
武
器
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
を
誘
発
す
る
危
険
を
伴
う
こ
と
を
考
慮
す
る
よ
う
締
約
国
に
要
請
し
て
い
る（ibid

., 

para. 41 （
8
））。

三
―
四　

救
援
・
復
興

二
○
一
一
年
報
告
は
、
ほ
と
ん
ど
の
経
済
復
興
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、
女
性
と
少
女
へ
の
配
慮
が
後
回
し
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（S

/2011/598, 
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para. 43

）。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
二
○
一
一
年
四
月
に
は
、
世
銀
、
国
連
、
Ｅ
Ｕ
が
、
紛
争
後
お
よ
び
災
害
後
の
計
画
立
案
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
す
る
会
議
を
開
催
し
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
専
門
性
を
活
用
し
て
政
策
立
案
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
を
お
こ
な
う
こ
と
に
合
意
し
た
（ibid

., para. 44

）。
紛
争
後
の
プ
ロ
セ
ス
で
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ

ン
ト
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
向
け
ら
れ
て
い
る
予
算
は
二
○
一
○
年
で
全
体
の
五
・
七
％
、
二
○
一
二
年
で
全
体
の
七
・
一
％
に
す
ぎ
な
い
現
状
を
改
善
し
、
平
和
構
築
を

支
援
す
る
た
め
の
国
連
基
金
の
最
低
一
五
％
を
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
を
目
的
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
充
て
る
よ
う
加
盟
国
に
要
請
し
て
い
る
（ibid

., para. 45, 

S
/2012/732, para. 38

）。

救
援
・
復
興
支
援
に
あ
た
っ
て
は
、
女
性
に
よ
る
土
地
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
等
の
生
産
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ま
た
雇
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

受
益
者
に
女
性
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
事
務
総
長
は
、
一
時
雇
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
一
方
の
性
が
受
益
者
の
六
〇
％
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
求
め
て

い
る
（S

/2011/598, para. 48

）。
ま
た
、
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
再
統
合
（
Ｄ
Ｄ
Ｒ
）
の
各
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
社
会
へ
の
再
統
合
が
も
っ
と
も
難
し
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
と
し
て
、
女
性
の
元
戦
闘
員
あ
る
い
は
武
装
グ
ル
ー
プ
へ
の
協
力
者
が
そ
う
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
恩
恵
か
ら
排
除
さ
れ
る
傾
向
に
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
（ibid., para. 

51

）。「
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
再
統
合
に
関
す
る
関
係
機
関
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（Inter-A

gency W
orking G

roup on D
esarm

am
ent, D

em
obilization an

d 

R
ein

tegration

）」
や
国
連
人
口
基
金
、
ユ
ニ
セ
フ
、
国
連
ウ
ィ
メ
ン
等
の
国
連
機
関
は
、
Ｄ
Ｄ
Ｒ
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
慮
に
関
す
る
研
修
を
実
施
し
て
き
て
い
る

（ibid
.

）。

移
行
期
に
お
け
る
正
義
実
現
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
、
暴
力
の
サ
イ
ク
ル
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
に
重
要
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
は
、
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
性
的
暴
力
の

被
害
者
を
含
む
女
性
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
「
二
○
一
一
年
被
害
者
権
利
法
お
よ
び
土
地
補
償
法
」
で
は
、
レ
イ
プ
の
結
果
、
誕
生
し
た

子
ど
も
を
対
象
者
と
し
て
含
む
な
ど
、
包
括
的
な
補
償
の
提
供
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（ibid

., para. 53

）。

二
○
一
二
年
に
は
復
興
期
に
お
け
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
し
、
重
要
な
進
展
が
あ
っ
た
。
二
○
一
二
年
七
月
に
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
反
政
府
組
織
指
導
者
、
ト
マ
ス
・

ル
バ
ン
ガ
に
対
し
て
国
際
刑
事
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
で
は
、
補
償
命
令
の
な
か
で
性
的
暴
力
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
の
被
害
者
に
特
別
な
関
心
を
払
う
必
要
性

が
指
摘
さ
れ
、
Ｉ
Ｄ
書
類
の
取
得
等
、
女
性
が
抱
え
る
行
政
面
の
課
題
を
解
決
す
る
よ
う
提
案
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
二
○
一
一
年
一
二
月
に
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の

最
高
裁
判
所
が
、
武
装
グ
ル
ー
プ
に
参
加
さ
せ
ら
れ
た
少
女
や
少
年
へ
の
補
償
を
命
じ
る
判
決
を
下
し
た
（S

/2012/732, para. 44

）。
コ
ソ
ボ
で
は
、
二
○
一
三
年
の
法

改
正
に
よ
り
、
性
的
暴
力
の
被
害
者
が
戦
争
に
よ
る
民
間
人
の
犠
牲
者
と
し
て
認
め
ら
れ
、
年
金
等
の
経
済
的
支
援
の
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（S

/2013/525, 

para. 49

）。
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事
務
総
長
は
、
二
○
一
二
年
報
告
で
、
調
停
と
紛
争
予
防
が
国
連
の
任
務
の
中
心
で
あ
る
と
同
時
に
自

身
に
と
っ
て
の
優
先
課
題
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ
ら
へ
の
女
性
の
参
加
や
関
与
を
保
障
す
る
た
め
の
枠
組

や
戦
略
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（S

/2012/732, para. 49

）。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
努

力
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
と
し
て
、
紛
争
に
つ
い
て
の
分
析
お
よ
び
和
平
交
渉
の
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
か

ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
連
す
る
課
題
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
（ibid

., para. 50

）。
女

性
は
、往
々
に
し
て
、和
平
交
渉
や
支
援
国
会
合
の
直
前
に
な
っ
て
メ
ン
バ
ー
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

十
分
な
準
備
が
な
い
ま
ま
会
合
に
臨
む
場
合
も
多
い
た
め
（ibid

., para. 55

）、
そ
う
し
た
状
況
も
改
善
す

る
必
要
が
あ
る
。

四　

一
三
二
五
号
決
議
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の
主
要
な
枠
組
と
ツ
ー
ル

四
―
一　

国
別
行
動
計
画

一
三
二
五
号
決
議
採
択
後
、
決
議
の
実
施
状
況
を
検
証
す
る
な
か
で
、
決
議
実
施
を
促
進
す
る
た
め
に

安
保
理
議
長
や
事
務
総
長
に
よ
り
加
盟
国
や
関
係
機
関
に
策
定
を
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
国
別

行
動
計
画
（N

ation
al A

ction
 P

lan
: N

A
P （

9
））

で
あ
る
。
二
○
○
五
年
に
デ
ン
マ
ー
ク
が
最
初
に
国
別
行

動
計
画
を
策
定
し
た
後
、
当
初
は
北
欧
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
策
定
が
中
心
だ
っ
た
が
、

決
議
採
択
一
〇
周
年
が
近
づ
く
に
つ
れ
策
定
国
が
急
増
し
、
二
○
一
四
年
三
月
時
点
で
、
表
1
に
示
す
よ

う
に
、
四
五
ヵ
国
が
国
別
行
動
計
画
を
策
定
し
て
い
る
。
地
域
別
に
見
る
と
、
欧
米
一
九
ヵ
国
、
ア
フ
リ

カ
一
二
ヵ
国
、
東
欧
・
旧
Ｃ
Ｉ
Ｓ
諸
国
九
ヵ
国
、
中
東
一
ヵ
国
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
諸
国
三
ヵ
国
、
中
南
米
・

カ
リ
ブ
海
諸
国
一
ヵ
国
と
い
う
内
訳
に
な
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
英
国
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
各
国
は
、
既
に
第
二
次
の

表 1：国別行動計画の策定状況
策　定　国

策 定 年 第一次計画 第二次計画
２００５年 デンマーク
２００６年 ノルウェー、スウェーデン、英国
２００７年 オーストリア、象牙海岸、オランダ、スペイン、スイス
２００８年 フィンランド、アイスランド、ウガンダ デンマーク
２００９年 チリ、ギニア、ベルギー、ポルトガル、リベリア スウェーデン

２０１０年 ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、コンゴ民主共和国、エストニ
ア、フランス、イタリア、フィリピン、ルワンダ、シエラレオネ スイス

２０１１年
アメリカ合州国、セネガル、クロアチア、スロベニア、ブルンジ、
セルビア、アイルランド、ギニアビサウ、グルジア、リトアニア、
ネパール

オランダ、ノルウェー

２０１２年 オーストラリア、ガーナ、ドイツ 英国、フィンランド、
オーストリア

２０１３年 キルギスタン、マセドニア、ナイジェリア アイスランド
２０１４年 イラク、韓国
出典：http://www.peacewomen.org/naps/ に基づき作成（2014 年 3 月 25 日検索）
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行
動
計
画
を
実
施
中
で
あ
る
。

国
別
行
動
計
画
と
は
別
に
、
地
域
機
関
に
よ
る
一
三
二
五
号
決
議
実
施
の
た
め
の
地
域
行
動
計
画
（R

egion
al A

ction
 P

lan
s: R

A
P

s

）
の
策
定
も
進
ん
で
い
る
。
二

○
○
八
年
に
Ｅ
Ｕ
が
「
安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
お
よ
び
一
八
二
○
号
の
実
施
に
向
け
た
包
括
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
題
す
る
地
域
戦
略
を
策
定
し
、ア
フ
リ
カ
連
合
（
Ａ
Ｕ
）

は
、
二
○
○
九
年
に
採
択
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
の
な
か
で
、
安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
を
含
む
国
際
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
決
議
の
実
施
を
表
明
し
た（

10
）。

西
ア
フ
リ
カ

諸
国
経
済
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ｗ
Ａ
Ｓ
）、
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）、
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
等
も
、
地
域
行
動
計
画
あ
る
い
は
戦
略
を
策
定

し
て
い
る
（S

/2011/598, para. 
58
）。
二
○
一
二
年
に
は
、
太
平
洋
諸
国
に
よ
っ
て
太
平
洋
地
域
行
動
計
画
が
採
択
さ
れ
、
ま
た
ア
ラ
ブ
連
盟
が
、「
ア
ラ
ブ
女
性
の
保

護
―
平
和
と
安
全
保
障
」
と
題
す
る
地
域
戦
略
を
採
択
し
た
。
同
戦
略
で
は
、
女
性
が
、
戦
時
、
平
時
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力

か
ら
保
護
さ
れ
、
ま
た
差
別
を
受
け
ず
に
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
実
現
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る（

11
）。

Ｅ
Ｕ
は
、
実
施
状
況
を
評
価
す
る
た
め
の
一
七
の
指
標
も

導
入
し
て
い
る
（S

/2011/598, para. 

58
）。

国
別
行
動
計
画
は
、
各
国
が
、
一
三
二
五
号
と
関
連
決
議
の
実
施
に
関
し
、「
ど
の
省
庁
や
機
関
が
責
任
を
も
っ
て
」「
ど
ん
な
こ
と
を
」「
い
つ
ま
で
に
」「
ど
れ
く
ら

い
の
予
算
を
使
っ
て
」
お
こ
な
う
か
を
明
示
す
る
た
め
の
文
書
で
あ
る
。
計
画
の
内
容
は
、
各
国
の
判
断
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
た
め
、
計
画
策
定
開
始
当
初
は
、
以
上
の

よ
う
な
内
容
を
盛
り
込
ま
な
い
、
政
府
の
「
意
思
表
明
」
の
よ
う
な
計
画
も
存
在
し
た
。
た
と
え
ば
、
二
○
一
二
年
六
月
の
時
点
で
計
画
を
策
定
し
て
い
た
三
七
ヵ
国
の

う
ち
、
計
画
実
施
の
た
め
の
予
算
措
置
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
は
七
ヵ
国
に
す
ぎ
ず
、
指
標
を
含
む
計
画
を
策
定
し
て
い
た
の
は
全
体
の
七
割
に
あ
た
る
二
六
ヵ
国
で
あ
っ

た（S
/2012/732, para. 6

）。
ま
た
、決
議
が
具
体
的
な
成
果
を
上
げ
る
た
め
に
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
、国
別
行
動
計
画
の
地
域
化（localization

）

で
あ
る
。
地
域
化
と
は
、
一
三
二
五
号
決
議
実
施
を
推
進
す
る
た
め
に
、
地
方
政
府
・
地
方
自
治
体
の
行
政
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
、
ブ
ル
ン
ジ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
等
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
本
部
を
置
く
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
女
性
平
和
構
築
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（G

lobal N
etw

ork of W
om

en 

P
eacebuilders

）
の
支
援
に
よ
っ
て
、
決
議
実
施
の
た
め
の
地
域
戦
略
の
策
定
が
進
ん
で
い
る
（S

/2012/732, para. 7

）。
二
○
一
三
年
に
は
、
ネ
パ
ー
ル
と
シ
エ
ラ
レ

オ
ネ
の
両
政
府
が
、
地
方
の
行
政
官
が
決
議
を
地
域
で
実
施
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
た
（S

/2013/525, para. 58

）。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
報
告
は
、
女
性

差
別
撤
廃
条
約
や
国
連
人
権
理
事
会
の
普
遍
的
定
期
審
査
の
政
府
報
告
書
で
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
の
課
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
決
議
実
施
を
促
進
す
る
可

能
性
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
（S

/2012/732, para. 8

）。
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成
果
や
課
題
の
評
価
を
含
め
、
国
別
行
動
計
画
に
関
す
る
各
国
で
の
経
験
が
蓄
積
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
理
想
的
な
国
別
行
動
計
画
に
含
ま
れ
る
べ
き
内
容
が
明
確
に
な
っ

て
き
て
い
る
。
二
○
一
一
年
報
告
は
、
国
会
へ
の
進
捗
状
況
の
定
期
的
な
報
告
、
定
期
的
な
監
査
、
市
民
組
織
／
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
へ
の
参
加
等
を
、
理
想
的
な

国
別
行
動
計
画
の
要
素
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（S

/2011/598, para.57

）。
ま
た
、
国
連
ウ
ィ
メ
ン
が
作
成
し
た
各
国
に
お
け
る
決
議
実
施
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、

①
政
府
の
高
い
レ
ベ
ル
で
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
②
関
係
機
関
や
市
民
団
体
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
③
関
係
省
庁
間
を
調
整
す
る
組
織
、
④
適
切
な
予
算
配
分
、
⑤

説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
や
定
期
的
な
見
直
し
）、
⑥
実
施
を
促
進
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
⑦
市
民
社
会
等
、
社
会
の
広
い
層
の

参
加
等
が
、
国
別
行
動
計
画
の
効
果
的
な
実
施
の
た
め
の
条
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

12
）。

二
○
一
三
年
の
一
一
月
に
は
、
国
連
ウ
ィ
メ
ン
の
主
催
で
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
に
関
す
る
安
保
理
決
議
実
施
の
た
め
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
テ
ク
ニ
カ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー

が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
も
報
告
を
お
こ
な
っ
た
、「
女
性
平
和
構
築
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
国
際
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
カ
ブ
レ
ラ
・
バ
レ
ー
ザ
に
よ
る

分
析（

13
）を

参
照
し
つ
つ
、
国
別
行
動
計
画
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
効
果
や
今
後
の
課
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

カ
ブ
レ
ラ
・
バ
レ
ー
ザ
は
、
国
別
行
動
計
画
に
よ
る
成
果
と
し
て
以
下
を
挙
げ
て
い
る（

14
）。

（
1
）
一
三
二
五
号
国
別
行
動
計
画
が
世
界
の
女
性
に
も
た
ら
し
た
希
望
や
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト

カ
ブ
レ
ラ
・
バ
レ
ー
ザ
は
、
一
三
二
五
号
決
議
が
、
北
京
行
動
綱
領
や
女
性
差
別
撤
廃
条
約
と
並
ぶ
、
女
性
の
権
利
、
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
た
め

の
重
要
文
書
に
な
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
国
別
行
動
計
画
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
な
ら
び
に
実
施
を
含
む
一
三
二
五
号
決
議
や
関
連
決
議
実
施
に
向
け
て
の
努
力
が
、

世
界
の
様
々
な
女
性
を
動
か
し
ま
と
め
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
す
る
。
紛
争
に
関
連
す
る
女
性
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
と
っ
て
は
、
決
議
と

国
別
行
動
計
画
に
よ
り
、
政
府
が
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
に
真
剣
に
取
り
組
む
よ
う
求
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

（
2
）
伝
統
的
な
平
和
構
築
・
調
整
プ
ロ
セ
ス
を
変
革
す
る
可
能
性

国
別
行
動
計
画
へ
の
取
り
組
み
が
、
伝
統
的
な
平
和
構
築
・
調
停
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
男
性
を
中
心
に
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
平
和
構
築

や
調
停
が
、
よ
り
平
等
で
包
摂
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
変
わ
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
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（
3
）
平
和
構
築
プ
ロ
セ
ス
へ
の
女
性
の
参
加
の
促
進

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
国
別
行
動
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
と
モ
ロ
・
イ
ス
ラ
ム
解
放
戦
線
（M

oro Islam
ic L

iberation
 F

ron
t: M

IL
F

）
と
の
和

平
交
渉
へ
の
女
性
の
参
加
を
促
す
こ
と
に
な
り
、「
枠
組
平
和
合
意
（F

ram
ew

ork P
eace A

greem
en

t

）」
に
は
、
女
性
の
政
治
参
加
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
暴
力
か
ら
の

保
護
等
に
関
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

（
4
）
選
挙
へ
の
女
性
の
参
加
の
促
進

リ
ベ
リ
ア
や
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
で
は
、
女
性
グ
ル
ー
プ
が
国
別
行
動
計
画
を
活
用
し
て
、
選
挙
へ
の
女
性
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
。
様
々
な
制
度
的
・
社
会
文
化
的

制
約
の
た
め
に
、
め
ざ
ま
し
い
選
挙
結
果
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
決
議
と
国
別
行
動
計
画
が
女
性
の
権
利
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
参
加
を
促
す
た
め
の
重
要

な
ツ
ー
ル
に
な
っ
た
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
。

（
5
）
国
内
に
お
け
る
主
体
的
な
関
与
の
促
進

国
内
の
関
係
者
が
国
別
行
動
計
画
を
自
分
た
ち
が
関
わ
っ
た
計
画
だ
と
感
じ
る
場
合
に
は
、
関
係
者
に
よ
る
主
体
的
な
関
与
へ
の
意
識
を
高
め
る
結
果
に
つ
な
が
る
。

そ
の
よ
う
な
意
識
が
、
国
別
行
動
計
画
の
内
容
を
反
映
し
た
地
方
の
開
発
計
画
の
策
定
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
や
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
で
は
、
政
府
が
、

「
一
三
二
五
号
決
議
を
地
域
で
実
施
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
作
成
し
た
。

こ
の
よ
う
な
成
果
が
確
認
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
以
下
の
よ
う
な
課
題
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（

15
）。

（
1
）
責
任
官
庁
・
機
関
の
責
任
感
・
主
体
性
や
政
治
的
意
思
の
欠
如

国
別
行
動
計
画
が
策
定
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
国
で
は
、
計
画
は
策
定
さ
れ
た
も
の
の
実
施
が
伴
わ
ず
、「
休
眠
状
態
」
に
な
っ
て
い
る
。
政
権
変
更
、
内
閣
改
造
、
職
員

の
異
動
等
が
理
由
と
な
り
、
前
政
権
下
あ
る
い
は
前
任
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
策
定
さ
れ
た
国
別
行
動
計
画
が
、
忘
れ
ら
れ
、
棚
晒
し
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
。
国
連
機
関
に
関
し
て
は
、
他
の
機
関
が
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
活
動
に
対
し
て
は
関
心
が
低
く
な
る
と
い
う
傾
向
も
強
い
。
実
施
に
あ
た
っ
て
の
能
力
や
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専
門
知
識
の
不
足
が
実
施
促
進
を
妨
げ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
関
し
て
も
市
民
社
会
が
果
た
せ
る
役
割
は
大
き
い
。

（
2
）
責
任
官
庁
の
能
力
不
足

女
性
施
策
を
推
進
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
シ
ー
ナ
リ
ー
が
国
別
行
動
計
画
の
責
任
官
庁
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
シ
ー
ナ
リ
ー
は
資
金
不
足
、

職
員
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
シ
ー
ナ
リ
ー
は
、
大
臣
級
の
省
庁
で
な
い
場
合
が
多
く
、
そ
の
場
合
に
は
政
府
の
最
高
レ
ベ
ル

の
意
思
決
定
に
関
与
で
き
な
い
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
女
性
施
策
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
シ
ー
ナ
リ
ー
に
実
施
が
委
ね
ら
れ
る
場
合
、
決
議
の
実
施
が
「
女
性
の
問
題
」

と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
十
分
な
資
金
と
能
力
が
あ
る
政
府
機
関
が
責
任
官
庁
に
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
3
）「
義
務
」
と
し
て
の
国
別
行
動
計
画
の
策
定

国
際
規
範
に
あ
わ
せ
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
て
国
別
行
動
計
画
が
策
定
さ
れ
た
場
合
、
強
力
な
実
行
力
を
発
揮
で
き
な
い
部
署
が
実
施
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、

ま
た
十
分
な
予
算
も
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
完
全
に
政
府
開
発
援
助
に
頼
っ
た
実
施
し
か
念
頭
に
な
い
場
合
も
あ
る
。

（
4
）
実
施
に
向
け
て
の
予
算
の
不
足

全
く
予
算
措
置
を
考
え
ず
に
計
画
策
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
国
も
あ
り
、
計
画
実
施
の
た
め
の
予
算
の
不
足
も
重
大
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。

（
5
）
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
の
欠
如

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
評
価
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
計
画
が
実
際
に
実
施
に
移
さ
れ
て
い
る
か
の
検
証
が
不
可
能
で
あ
る
。
国
連
に
よ
り
「
安
保
理
決

議
一
三
二
五
号
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標
」
が
開
発
さ
れ
て
い
る
が
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
評
価
が
き
ち
ん
と
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
計
画
は
ま
だ
少
数

で
あ
る
。

（
6
）
市
民
団
体
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
限
定
的
な
関
与
あ
る
い
は
排
除
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計
画
策
定
あ
る
い
は
実
施
に
あ
た
っ
て
の
公
式
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
市
民
団
体
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
限
定
的
に
し
か
関
わ
ら
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
排
除
さ
れ
て
い
る

場
合
が
あ
る
。
市
民
団
体
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
貢
献
が
き
ち
ん
と
評
価
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。

（
7
）
達
成
目
標
や
方
向
性
に
関
す
る
不
十
分
な
理
解

一
三
二
五
号
や
一
八
二
○
号
で
謳
わ
れ
て
い
る
「
保
護
」
が
、
性
的
暴
力
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
か
ら
の
保
護
と
い
う
意
味
で
し
か
理
解
さ
れ
ず
、
女
性
と
少

女
の
権
利
の
保
護
と
い
う
認
識
が
欠
け
て
い
る
場
合
は
多
い
。「
予
防
」
に
つ
い
て
も
、
紛
争
下
の
性
的
暴
力
の
予
防
が
中
心
と
な
っ
て
い
て
、
紛
争
そ
の
も
の
の
予
防
に

は
十
分
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。

（
8
）
一
三
二
五
号
決
議
は
紛
争
当
事
国
に
し
か
関
係
が
な
い
と
い
う
誤
っ
た
理
解

紛
争
下
あ
る
い
は
紛
争
後
の
国
と
安
保
理
理
事
国
に
し
か
一
三
二
五
号
決
議
は
関
係
が
な
い
と
い
う
誤
っ
た
理
解
を
も
っ
て
い
る
加
盟
国
が
存
在
し
て
お
り
、
国
別
行

動
計
画
を
策
定
し
な
い
理
由
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
分
析
に
基
づ
き
、
カ
ブ
レ
ラ
・
バ
レ
ー
ザ
は
、
今
後
に
向
け
て
、
以
下
の
よ
う
な
提
言
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

（
1
）
一
三
二
五
号
、
一
八
二
○
号
と
他
の
関
連
決
議
に
関
す
る
持
続
的
か
つ
制
度
的
な
意
識
と
能
力
の
向
上

政
府
や
国
連
等
、関
係
各
機
関
の
ト
ッ
プ
は
常
に
変
わ
る
の
で
、決
議
に
関
す
る
研
修
が
制
度
化
さ
れ
、確
実
に
能
力
向
上
の
機
会
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
2
）
国
別
行
動
計
画
を
通
じ
た
各
省
庁
に
お
け
る
一
三
二
五
号
の
主
流
化

全
省
庁
と
政
府
機
関
に
関
わ
る
課
題
と
し
て
一
三
二
五
号
が
扱
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
予
算
措
置
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
司
法
省

や
住
宅
供
給
公
社
等
、
全
て
の
関
係
機
関
に
と
っ
て
、
国
別
行
動
計
画
が
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
か
が
明
確
に
な
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
。
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（
3
）
一
三
二
五
号
と
関
連
決
議
の
実
現
に
向
け
た
様
々
な
機
会
の
活
用

地
域
レ
ベ
ル
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
場
で
一
三
二
五
号
決
議
の
実
現
に
向
け
た
活
動
を
展
開
す
る
。
研
究
者
で
あ
れ
ば
、
授
業
内
容
に

一
三
二
五
号
の
説
明
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
な
ら
、
一
三
二
五
号
実
施
に
向
け
て
政
府
が
ど
ん
な
施
策
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
お

こ
な
っ
て
い
な
い
か
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
4
）
国
防
計
画
と
一
三
二
五
号
を
関
連
づ
け
る
こ
と

国
別
行
動
計
画
と
各
国
の
国
防
計
画
や
国
家
安
全
保
障
会
議
と
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
多
く
の
国
で
、
国
別
行
動
計
画
の
主
務
官
庁
は
、
そ
う
し

た
場
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。
国
家
の
安
全
保
障
に
関
す
る
最
高
意
思
決
定
機
関
に
国
別
行
動
計
画
の
主
務
官
庁
が
参
加
し
、
議
論
に
一
三
二
五
号
な
ら
び
に
国
別
行
動

計
画
の
原
則
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
安
全
保
障
の
概
念
が
、
よ
り
包
括
的
で
建
設
的
な
も
の
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
5
）
一
三
二
五
号
実
施
の
成
功
事
例
の
収
集
と
広
報

国
別
行
動
計
画
の
実
施
に
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
上
げ
て
い
る
加
盟
国
を
顕
彰
す
る
な
ど
、
計
画
実
施
を
促
進
す
る
な
ん
ら
か
の
制
度
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
設
け
る
こ
と
も

検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
6
）
一
三
二
五
号
実
施
を
補
完
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
女
性
差
別
撤
廃
条
約
と
普
遍
的
定
期
審
査
を
活
用
す
る
こ
と

近
年
、多
く
の
国
が
、女
性
差
別
撤
廃
条
約
と
普
遍
的
定
期
審
査
の
政
府
報
告
書
の
な
か
で
、一
三
二
五
号
と
関
連
決
議
の
実
施
状
況
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

女
性
差
別
撤
廃
条
約
一
般
勧
告
第
三
〇
号
の
採
択
に
よ
り
、
こ
の
動
き
が
さ
ら
に
後
押
し
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
7
）
一
三
二
五
号
実
施
の
た
め
の
資
金
を
確
保
す
る
こ
と

女
性
団
体
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
一
三
二
五
号
が
扱
う
課
題
の
解
決
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
活
動
の
た
め
の
資
金
は
十
分
で
は
な
い
。
女
性
団
体

や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
資
金
を
確
保
で
き
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
要
で
あ
る
。
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国
別
行
動
計
画
に
つ
い
て
は
、
武
力
紛
争
下
に
お
か
れ
て
い
た
国
と
国
内
に
お
け
る
武
力
紛
争
を
抱
え
て
い
な
い
国
で
は
、
計
画
の
性
質
や
内
容
が
異
な
っ
て
く
る
。

国
内
に
武
力
紛
争
を
抱
え
て
い
な
い
国
の
う
ち
、援
助
提
供
国
に
つ
い
て
は
、紛
争
下
に
お
か
れ
て
い
た
国
へ
の
支
援
も
国
別
行
動
計
画
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
、ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
課
題
に
関
す
る
他
国
へ
の
支
援
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、自
国
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
課
題
へ
の
取
り
組
み
の
進
展
が
重
要
に
な
る
。そ
う
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
、

次
項
で
説
明
す
る
「
安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標
」
で
は
、
国
会
議
員
や
国
内
人
権
機
関
委
員
に
占
め
る
女
性
比
率
等
、
必

ず
し
も
直
接
的
に
は
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
に
関
係
し
な
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
連
指
標
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
日
本
の
国
別
行
動
計
画
策
定
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
が
、
行
動
計
画
の
策
定
と
実
施
に
よ
り
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
に
関
し
、
ど
れ
ほ
ど
の
成
果
が
生
ま
れ
る
か
は
、
各
国
内
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平

等
や
女
性
の
人
権
お
よ
び
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
の
実
現
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

四
―
二　

実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
指
標

一
三
二
五
号
決
議
採
択
一
〇
周
年
に
あ
た
る
二
○
一
○
年
九
月
に
公
表
さ
れ
た
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
関
す
る
事
務
総
長
報
告
」（S

/2010/498

）
で
、

一
八
八
九
号
決
議
に
よ
っ
て
策
定
が
求
め
ら
れ
た
「
安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標
」
が
発
表
さ
れ
た
。
指
標
は
、「
予
防
」「
参

加
」「
保
護
」「
救
援
・
復
興
」
の
四
分
野
に
お
け
る
一
八
の
目
標
と
二
六
の
指
標
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
二
六
の
指
標
の
な
か
に
は
（
ａ
）（
ｂ
）
に
分
け
ら
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
た
め
、
指
標
の
数
は
全
三
六
項
目
に
及
ん
で
い
る
。
各
指
標
に
関
し
、
量
的
・
質
的
等
の
指
標
の
性
質
、
指
標
が
扱
う
課
題
と
指
標
収
集
の
主
体
、
指
標
の

内
容
、
状
況
に
応
じ
て
付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明
、
指
標
公
開
時
点
で
採
択
さ
れ
て
い
た
一
三
二
五
号
、
一
八
二
○
号
、
一
八
八
八
号
、
一
八
八
九
号
の
四
決
議
の
関

連
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
示
さ
れ
て
い
る（

16
）。

総
合
的
で
あ
り
、
多
く
の
指
標
が
含
ま
れ
て
い
る
が
故
に
、
指
標
収
集
の
主
体
が
明
示
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
ど
の
よ
う
な
形
で
指
標
が
ま
と
め
ら
れ
る
と
同
時
に

提
示
さ
れ
、
有
効
に
活
用
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
懸
念
も
示
さ
れ
て
き
た
。
指
標
の
数
が
多
す
ぎ
、「
願
い
事
リ
ス
ト
（w

ish
 list

）」「
買
い
物
リ
ス
ト
（sh

oppin
g 

list

）」
に
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
収
集
困
難
な
指
標
が
含
ま
れ
て
い
る
等
の
批
判
も
あ
り
、
指
標
収
集
主
体
の
責
任
感
を
確
保
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
も

存
在
す
る
。

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、「
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標
」
は
、
二
○
一
一
年
、
二
○
一
二
年
、
二
○
一
三
年
の
各
年
に
公
表
さ
れ
た
「
女
性
と
平
和
・
安
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全
保
障
に
関
す
る
事
務
総
長
報
告
」
に
お
い
て
、
指
標
を
活
用
す
る
形
で
、「
予
防
」「
参
加
」「
保
護
」「
救
援
・
復
興
」
の
四
分
野
に
お
け
る
進
捗
状
況
が
報
告
さ
れ
て

い
る
。
前
章
で
、
こ
れ
ら
の
事
務
総
長
報
告
を
手
が
か
り
に
、
一
三
二
五
号
お
よ
び
関
連
決
議
の
実
施
に
関
す
る
主
な
成
果
と
課
題
を
検
証
し
た
の
で
、
本
章
で
は
、
各

事
務
総
長
報
告
が
、
ど
の
指
標
を
活
用
し
て
各
分
野
の
進
捗
状
況
を
分
析
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
整
理
し
、
検
討
し
て
み
た
い
。
各
報
告
が
、
ど
の
指
標
を
用
い
て
実
施

状
況
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て
い
る
か
を
ま
と
め
た
の
が
資
料
2
で
あ
る
。

「
予
防
」
に
関
し
て
は
、
一
貫
し
て
七
項
目
の
指
標
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
参
加
」
に
つ
い
て
は
、
二
○
一
一
年
報
告
の
四
項
目
か
ら
二
○
一
三
年
に
は
六
項
目
に

増
加
し
て
い
る
。「
保
護
」
に
つ
い
て
は
、二
○
一
一
年
報
告
で
は
指
標
が
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、続
く
二
報
告
で
は
、指
標
5
（
ａ
）
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
救
援
・

復
興
」
に
つ
い
て
は
、
二
○
一
一
年
の
二
項
目
か
ら
二
○
一
三
年
に
は
六
項
目
に
増
え
て
い
る
他
、
二
○
一
三
年
報
告
で
は
、「
救
援
・
復
興
」
で
は
な
く
「
平
和
構
築
・

復
興
」
と
い
う
項
目
立
て
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

事
務
総
長
報
告
に
お
け
る
指
標
の
活
用
状
況
か
ら
は
、
全
体
と
し
て
、
収
集
の
主
体
が
国
連
と
な
っ
て
い
る
指
標
に
関
し
て
は
、
何
ら
か
の
デ
ー
タ
や
情
報
を
収
集
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
ま
だ
、
十
分
な
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
指
標
2
は
「
国
連
の

平
和
維
持
軍
や
政
治
派
遣
団
が
、
安
保
理
へ
の
定
期
的
報
告
の
な
か
で
女
性
と
少
女
へ
の
人
権
侵
害
に
関
す
る
情
報
を
ど
の
程
度
入
れ
て
い
る
か
」
に
関
す
る
質
的
情
報

を
求
め
て
い
る
が
、
二
○
一
一
年
報
告
か
ら
二
○
一
三
年
報
告
を
見
る
限
り
、
安
保
理
に
提
出
さ
れ
た
定
期
的
報
告
の
な
か
で
女
性
と
少
女
へ
の
人
権
侵
害
へ
の
言
及
が

あ
っ
た
報
告
の
割
合
の
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
指
標
が
求
め
て
い
る
よ
う
な
、
記
述
の
内
容
分
析
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。

収
集
主
体
が
国
連
機
関
で
あ
り
な
が
ら
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
指
標
と
し
て
は
、「
参
加
」
分
野
の
指
標
で
あ
る
指
標
11
（
ｂ
）「
公
式
の
和
平
交
渉
開
始
時
お
よ

び
終
結
時
に
お
け
る
公
式
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
資
格
で
の
女
性
の
参
加
」、「
救
援
と
復
興
」
分
野
に
お
け
る
計
画
や
支
出
の
な
か
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
課
題
に
対
応
す
る

た
め
の
予
算
や
資
金
の
割
合
を
求
め
る
指
標
22
（
ａ
）
か
ら
指
標
24
（
ｂ（

17
））、

指
標
26
（
ａ
）「
帰
還
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
恩
恵
（
貨
幣
換
算
の
推
計
値
）
が
女
性
と
少
女
に
ど

の
程
度
、
届
い
て
い
る
か
」
が
あ
る
。
何
故
、
こ
れ
ら
の
指
標
が
提
示
で
き
な
い
か
に
つ
い
て
、
各
報
告
は
特
に
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
予
算
マ
ー

カ
ー
シ
ス
テ
ム（

18
）と

い
っ
た
手
法
が
開
発
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に
対
応
す
る
目
的
で
支
出
さ
れ
る
予
算
や
資
金
の
割
合
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難

な
状
況
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
問
題
点
は
存
在
す
る
も
の
の
、
指
標
の
活
用
は
、
成
果
や
課
題
を
目
に
見
え
や
す
く
比
較
可
能
な
形
で
提
示
で
き
る
と
い
う
大
き
な
利
点
が
あ
る
。
ま
た
、

十
分
な
成
果
が
上
が
っ
て
い
な
く
て
も
、
経
年
比
較
に
よ
り
変
化
や
進
展
に
関
す
る
傾
向
を
把
握
で
き
る
こ
と
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
目
指
す
べ
き
到
達
点
を
認
識
す
る
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た
め
の
羅
針
盤
と
し
て
指
標
を
位
置
づ
け
、
よ
り
適
切
な
指
標
へ
の
改
善
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
丁
寧
に
指
標
を
収
集
し
活
用
す
る
た
め
の
努
力
が
続
け
ら
れ
る
こ
と

が
大
切
だ
ろ
う
。

四
―
三　

女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
関
す
る
戦
略
的
成
果
枠
組

決
議
実
施
に
責
任
を
も
つ
国
連
機
関
の
活
動
を
調
整
し
、
一
貫
性
を
も
っ
た
有
効
な
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
事
務
総
長
に
策
定
が
求
め
ら
れ
た
の
が
国

連
全
シ
ス
テ
ム
行
動
計
画
（U

n
ited N

ation
s S

ystem
-w

ide A
ction

 P
lan

）
で
あ
り
、
二
○
○
五
―
二
○
○
七
年
お
よ
び
二
○
○
八
―
二
○
○
九
年
に
か
け
て
二
期

に
わ
た
り
実
施
さ
れ
た
が
、調
整
能
力
の
向
上
を
通
じ
た
戦
略
的
な
立
案
や
結
果
の
把
握
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
（S

/2010/498, para. 32 

）。
そ
う
し
た
評
価
を
受
け
、

二
○
一
○
年
一
○
月
の
安
保
理
議
長
声
明
（S

/P
R

S
T

/2010/22

）
に
お
い
て
、
事
務
総
長
に
対
し
次
の
年
次
報
告
で
の
提
案
が
要
請
さ
れ
た
の
が
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標

を
土
台
に
決
議
実
施
を
促
進
す
る
た
め
の
包
括
的
枠
組
で
あ
る
。「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
関
す
る
関
係
機
関
常
設
委
員
会
（In

ter-A
gen

cy S
tan

din
g 

C
om

m
ittee on

 W
om

en
, P

eace an
d S

ecu
rity

）」
に
よ
り
策
定
さ
れ
、
二
○
一
一
年
の
事
務
総
長
報
告
で
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
関
す
る
戦
略
的
成
果
枠
組

（S
trategic resu

lts fram
ew

ork on
 w

om
en

 an
d peace an

d secu
rity

）」
と
し
て
発
表
さ
れ
た（

19
）。

国
連
に
よ
る
決
議
実
施
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
目
標
と

指
標
を
含
む
戦
略
的
枠
組
と
な
っ
て
い
る
（
同
枠
組
に
つ
い
て
は
資
料
3
を
参
照
）。
二
○
一
一
年
の
九
月
に
発
表
さ
れ
て
か
ら
既
に
二
年
以
上
が
経
過
す
る
が
、
戦
略
的

成
果
枠
組
が
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
か
は
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
時
点
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
実
質
的
な
成
果
に
結
び
つ
く

枠
組
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

五　

日
本
に
よ
る
国
別
行
動
計
画
の
策
定

日
本
は
、
国
別
行
動
計
画
に
対
し
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
き
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
二
○
一
三
年
三
月
の
第
五
七
回
国
連
女
性
の
地
位
委
員
会
に
お
い
て
、
日
本
政

府
代
表
に
よ
り
、
政
府
と
し
て
安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
に
基
づ
く
国
内
行
動
計
画
の
策
定
を
前
向
き
に
検
討
し
て
い
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
た（

20
）。

ま
た
、
二
○
一
三
年
四

月
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
お
こ
な
わ
れ
た
Ｇ
８
の
外
相
会
合
に
お
い
て
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
に
関
す
る
安
保
理
決
議
の
実
施
を
推
進
す
る
旨
の
閣
僚
宣
言
「
紛
争

下
の
性
的
暴
力
防
止
に
関
す
る
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た（

21
）。

そ
の
後
、
二
○
一
三
年
九
月
に
、
外
務
省
の
主
催
に
よ
り
、
広
く
市
民
の
参
加
が
可
能
な
形
で
の
第
一
回
意
見
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交
換
会
が
開
催
さ
れ
、
外
務
省
よ
り
国
別
行
動
計
画
の
骨
子
案
第
一
稿
の
説
明
が
お
こ
な
わ
れ
、
意
見
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
動
き
を
受
け
て
、
女
性
団
体
・
Ｎ

Ｇ
Ｏ
に
よ
り
一
三
二
五
Ｎ
Ａ
Ｐ
市
民
連
絡
会
が
発
足
し
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
て
各
分
野
に
関
す
る
提
案
を
と
り
ま
と
め
る
形
で
議
論
が
進
ん
で
き
て
い
る
。

二
○
一
三
年
一
〇
月
の
第
二
回
意
見
交
換
会
で
は
、
骨
子
案
第
二
稿
の
説
明
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
同
時
に
、
外
務
省
、
市
民
連
絡
会
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
代
表
、
有

識
者
か
ら
成
る
少
人
数
グ
ル
ー
プ
の
設
置
が
合
意
さ
れ
、そ
の
後
、二
○
一
三
年
一
一
月
、二
○
一
三
年
一
二
月
、二
○
一
四
年
二
月
、二
○
一
四
年
三
月
に
少
人
数
グ
ル
ー

プ
会
合
が
開
催
さ
れ
て
き
て
い
る（

22
）。

ま
た
、
二
〇
一
四
年
二
月
に
は
沖
縄
で
の
意
見
交
換
会
が
開
催
さ
れ
た
他
、
北
九
州
、
関
西
、
東
北
で
の
意
見
交
換
会
も
計
画
さ
れ

て
い
る
。

日
本
の
国
別
行
動
計
画
に
つ
い
て
は
、
策
定
プ
ロ
セ
ス
開
始
当
初
か
ら
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
協
議
し
、
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
も
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
意
見
を
最
大
限
採
り
入
れ
よ
う
と
す
る

姿
勢
が
明
確
な
点
が
画
期
的
で
あ
る
。
当
初
、
三
テ
ー
マ
（
予
防
、
保
護
、
復
旧
・
復
興
）
で
作
成
さ
れ
て
い
た
計
画
案
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
議
論
を
受
け
て
、
五
テ
ー
マ
（
参

画
、
予
防
、
保
護
、
復
興
支
援
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
・
見
直
し
）
に
な
っ
た
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
や
東
日
本
大
震
災
等
、
自
然
災
害
の
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
ジ
ェ

ン
ダ
ー
に
関
連
す
る
必
要
な
配
慮
や
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
教
訓
を
ど
の
よ
う
に
国
別
行
動
計
画
に
反
映
す
る
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
二
○
一
三
年

一
一
月
に
国
連
ウ
ィ
メ
ン
の
主
催
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
た
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
に
関
す
る
安
保
理
決
議
実
施
を
各
国
お
よ
び
地
域
レ
ベ
ル
で
推
進
す
る
た
め
の

グ
ロ
ー
バ
ル
・
テ
ク
ニ
カ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
に
も
外
務
省
の
担
当
官
が
参
加
し
て
お
り
、
国
際
的
な
動
向
と
議
論
を
反
映
さ
せ
る
形
で
計
画
を
策
定
す
る
と
い
う
姿
勢
も
明

確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
三
二
五
Ｎ
Ａ
Ｐ
市
民
連
絡
会
で
の
議
論
か
ら
は
、
在
日
米
軍
基
地
が
日
本
の
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
に
与
え
て
き
た
深
刻
な
影
響
や
、
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と

安
全
保
障
の
課
題
を
ど
の
よ
う
に
計
画
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
か
等
に
つ
い
て
様
々
な
意
見
が
存
在
す
る（

23
）。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
ど
の
よ
う
に
計
画
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
今
後
、
丁
寧
な
調
整
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
効
果
的
な
実
施
に
は
関
係
各
省
庁
と
の
調
整
や
、
確
実
な
実
施
を
促
進
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
・
見
直

し
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
整
備
が
欠
か
せ
な
い
。
同
時
に
、「
ど
ん
な
国
別
行
動
計
画
も
最
初
か
ら
う
ま
く
実
施
に
移
す
の
は
難
し
い
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
よ
う
に（

24
）、

厳
密
な
目

標
達
成
を
課
し
、
完
璧
な
実
施
を
求
め
る
の
で
な
く
、
進
展
に
向
か
う
変
化
や
傾
向
で
そ
の
達
成
度
を
測
る
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
成
果
と
課
題
を
評

価
し
、
次
の
計
画
に
反
映
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
見
直
し
プ
ロ
セ
ス
が
計
画
に
組
み
込
ま
れ
制
度
化
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
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六　

展
望
と
課
題

今
後
、
様
々
な
枠
組
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活
用
し
て
、
一
三
二
五
号
決
議
と
関
連
決
議
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」、

さ
ら
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
の
解
決
に
貢
献
で
き
る
の
か
に
関
す
る
展
望
と
課
題
と
し
て
、
以
下
の
諸
点
を
挙
げ
た
い
。

（
1
）
一
三
二
五
号
決
議
が
生
み
出
し
た
女
性
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に
関
す
る
包
括
的
・
総
合
的
な
認
識
と
連
帯

一
三
二
五
号
決
議
は
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
を
と
り
あ
げ
た
初
め
て
の
安
保
理
決
議
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
自
体
に
画
期
的
な
意
義
が
存

在
す
る
。
さ
ら
に
、
一
三
二
五
号
と
関
連
決
議
の
実
施
に
向
け
た
努
力
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
が
、
紛
争
下
や
紛
争
後
の
状

況
に
あ
る
女
性
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
女
性
さ
ら
に
は
男
性
の
課
題
で
あ
る
こ
と
が
広
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
副
次
的
な
効
果
が
存
在
す

る
。国

際
的
な
課
題
と
し
て
女
性
の
課
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
場
合
、
一
九
七
五
年
に
メ
キ
シ
コ
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
世
界
女
性
会
議
以
降
、
一
貫
し
て
「
平
等
・
開
発
・

平
和
」
が
統
一
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
三
課
題
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
冷
戦
の
影
響
も
あ
り
、
西
側
自
由
主
義
国
の
女
性
た
ち
が
「
平
等
」
を
、

い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
の
女
性
た
ち
が
「
開
発
」
を
、
東
側
社
会
主
義
国
の
女
性
た
ち
が
「
平
和
」
を
最
優
先
課
題
と
し
て
提
起
し
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
盛
り
込
ん
だ
と

い
う
背
景
が
あ
る（

25
）。

従
っ
て
、
元
々
は
、
異
な
る
立
場
の
女
性
た
ち
の
異
な
る
関
心
が
反
映
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、「
女
性
に
対
す
る
暴
力
」
が
課
題
化
さ
れ
、
そ
し
て
、
紛
争
下
や
紛
争
後
の
プ
ロ
セ
ス
で
女
性
と
少
女
が
被
る
影
響
や
、
紛
争
に
関
連
し
た
性
的
暴
力
へ
の
関

心
が
高
ま
り
、
一
三
二
五
号
決
議
と
い
う
形
で
適
切
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
が
、
紛
争
や
従
来
の
意

味
で
の
安
全
保
障
の
領
域
を
超
え
、
女
性
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
様
々
な
普
遍
的
な
課
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
次
第
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
カ
ブ
レ
ラ
・
バ
レ
ー
ザ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
三
二
五
号
決
議
が
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
や
北
京
行

動
綱
領
に
匹
敵
す
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
国
別
行
動
計
画
策
定
に
参
加
し
て
い
る
一
三
二
五
Ｎ
Ａ
Ｐ
市
民
連
絡
会

に
も
、
平
和
や
難
民
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
権
、
開
発
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
、
Ｄ
Ｖ
等
、
幅
広
い
分
野
で
活
動
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
研
究
者
が
参
加
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
紛
争
に
関
連
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
へ
の
関
心
に
加
え
、
平
時
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
施
策
や
配
慮
は
緊
急
時
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
、
紛
争
と
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い
う
緊
急
時
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
慮
が
丁
寧
に
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
に
は
、
平
時
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
慮
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
、
阪
神
・

淡
路
大
震
災
や
東
日
本
大
震
災
を
通
じ
、
私
た
ち
が
痛
切
に
認
識
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
も
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
平
和
に
関
し
、
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
が
言

う
「
積
極
的
平
和（

26
）」

に
基
づ
い
た
方
向
が
一
三
二
五
号
決
議
の
実
施
を
通
じ
て
模
索
さ
れ
て
き
て
い
る
と
も
言
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
一
三
二
五
号
決
議
そ
の
も
の
が
、

よ
り
広
い
射
程
を
獲
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
女
性
の
政
治
参
加
の
草
分
け
で
あ
っ
た
市
川
房
枝
氏
が
一
貫
し
て
訴
え
た
「
平
和
な
く
し
て
平
等
な
し
、

平
等
な
く
し
て
平
和
な
し
」
と
い
う
主
張
が
、
一
三
二
五
号
決
議
に
結
実
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
三
二
五
号
決
議
に
は
、
世
界
の
様
々
な
女

性
の
異
な
る
関
心
を
採
り
入
れ
た
「
平
等
・
開
発
・
平
和
」
の
三
テ
ー
マ
を
融
合
す
る
効
果
を
果
た
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
）
一
三
二
五
号
決
議
実
施
の
た
め
の
効
果
的
な
包
括
的
枠
組
の
必
要
性

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
や
戦
略
的
成
果
枠
組
が
作
成
さ
れ
、
少
し
ず
つ
一
三
二
五
号
決
議
の
実
施
に
向
け
た
体
制
は
整
備
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
○
一
三
年

報
告
で
も
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
向
上
に
よ
り
、
成
功
事
例
と
課
題
の
把
握
が
効
果
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（S

/2013/525, 

para. 61

）。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
成
果
が
望
ま
し
い
ス
ピ
ー
ド
で
生
ま
れ
て
い
る
と
は
、
と
て
も
言
い
が
た
い
。
決
議
の
実
施
状
況
を
批
判
的
に
検
証
す
る
こ
と

を
通
じ
て
、
よ
り
効
果
的
か
つ
包
括
的
な
枠
組
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
3
）
一
三
二
五
号
決
議
の
主
流
化
の
必
要
性

安
保
理
内
に
お
い
て
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
が
主
流
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
懸
念
す
べ
き
状
況
で
あ
る
。「
子
ど
も
と
武
力
紛
争
に
関
す
る
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
は
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
実
施
の
進
捗
状
況
を
検
証
す
る
た
め
の
安
保
理
内
で
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
設
置
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い（

27
）。

こ
う
し
た

状
況
を
考
え
る
と
、
安
保
理
内
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
は
、
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、
具
体
的
な
取
り
組
み
に
な
る
と
、
国
連
内
の
女
性
関
連
の
機
関
に
多
く
が
ま
か
さ

れ
て
お
り
、「
本
来
の
ビ
ジ
ネ
ス
」
で
は
国
連
が
沈
黙
し
て
し
ま
う
傾
向（

28
）に

は
大
き
な
変
化
は
起
こ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
三
二
五
号
と
関
連
決
議
の
実
施
を

通
じ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
が
周
縁
か
ら
中
心
へ
と
移
動
し
、
安
全
保
障
概
念
そ
の
も
の
の
再
定
義
が
お
こ
な
わ
れ
る
に
は
多
く
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
」
が
何
を
目
指
す
概
念
な
の
か
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
オ
ー
フ
ォ
ー
ド
が
言
う
よ
う
に
、
も
し
女

性
へ
の
関
心
が
、「
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
は
し
て
も
、
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
変
え
る
こ
と
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い（

29
）」

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
当
に
女
性
に
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と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
な
の
か
。「
実
施
中
の
活
動
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
努
力
が
注
が
れ
る（

30
）」

だ
け
に
終
わ
る
な
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
は
、
平
和

と
安
全
保
障
の
課
題
に
革
新
的
な
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
4
）
男
性
へ
の
性
的
暴
力
の
課
題
化

一
三
二
五
号
決
議
採
択
当
時
に
は
、
あ
ま
り
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
の
決
議
や
事
務
総
長
報
告
の
な
か
で
、
次
第
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
の
が
、
紛
争
に
関
連
す
る
男
性
へ
の
性
的
暴
力
で
あ
る
。
一
九
六
○
号
決
議
で
示
さ
れ
て
い
る
「
紛
争
に
関
連
し
た
性
的
暴
力
（con

flict-related sexu
al 

violen
ce

）」
の
定
義
で
も
「
女
性
、
男
性
、
子
ど
も
に
対
す
る
、
レ
イ
プ
、
性
的
奴
隷
、
強
制
的
売
春
、
強
制
的
妊
娠
、
強
制
的
不
妊
手
術
や
、
そ
れ
と
同
等
の
他
の
形

態
の
性
的
暴
力
」と
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、近
年
の
事
務
総
長
報
告
で
も
、男
性
へ
の
性
的
暴
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
性
的
暴
力
に
は
勾
留
中
に
お
け
る
棒
を
使
っ

た
性
的
虐
待
等
の
形
態
が
あ
り
、
屈
辱
を
与
え
る
た
め
の
虐
待
的
行
為
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
傾
向
が
強
い
。

（
5
）「
人
間
の
安
全
保
障
」
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
の
意
義
お
よ
び
課
題

二
○
一
三
年
一
一
月
に
、
一
三
二
五
号
決
議
の
各
国
お
よ
び
地
域
レ
ベ
ル
で
の
実
施
推
進
の
た
め
に
国
連
ウ
ィ
メ
ン
の
主
催
で
お
こ
な
わ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
テ
ク
ニ

カ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
一
三
二
五
号
決
議
の
核
心
に
は
「
人
間
の
安
全
保
障
」
概
念
が
あ
る
と
い
う
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
た（

31
）。

個
々
人
の
権
利
、
安
全
、
自
由
等
に
価

値
を
置
く
「
人
間
の
安
全
保
障
」
概
念
が
、
紛
争
下
や
紛
争
後
の
女
性
の
状
況
と
深
い
関
連
が
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
「
人
間
の
安
全
保
障
」
概
念

が
一
三
二
五
号
決
議
の
実
施
を
支
え
る
概
念
に
な
り
う
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
従
来
の
「
安
全
保
障
」
へ
の
重
要
な
問
題
提
起
と
し
て
の
一
三
二
五
号
決
議
の
意
義
が

曖
昧
に
な
ら
な
い
よ
う
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

七　

お
わ
り
に

二
○
一
二
年
一
二
月
現
在
、
国
連
の
二
七
の
平
和
維
持
・
平
和
構
築
派
遣
団
の
ト
ッ
プ
の
う
ち
、
女
性
は
四
人
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
か
ら
二
○
一
○
年
の
間
に
締
結

さ
れ
た
主
要
な
和
平
合
意
に
お
い
て
、
署
名
人
と
な
っ
た
女
性
は
全
体
の
二
・
五
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る（

32
）。「

実
施
中
の
活
動
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
を
導
入
」
し
た
成
果
に
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す
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
し
か
し
、
成
果
は
、
ま
だ
こ
の
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
一
三
二
五
号
決
議
の
採
択
に
よ
り
、「
女
性
と
平
和
・

安
全
保
障
」
の
課
題
へ
の
取
り
組
み
は
進
歩
し
て
き
て
は
い
る
が
、
ま
だ
望
ま
し
い
ス
ピ
ー
ド
と
は
言
え
な
い
。

当
初
、
ど
こ
ま
で
た
ど
り
つ
け
る
の
か
、
何
が
達
成
で
き
る
の
か
、
不
確
か
な
ま
ま
の
船
出
の
よ
う
に
思
え
る
一
三
二
五
号
決
議
採
択
だ
っ
た
が
、
十
分
で
は
な
い
に

し
ろ
、
成
果
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
が
、
紛
争
そ
の
も
の
の
予
防
に
結
び
つ
く
効
果
を
生
む
の
か
、
そ
し
て
、
安
全
保
障
そ
の
も
の
の
再
定
義
に

つ
な
が
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
楽
観
的
に
な
れ
る
根
拠
は
全
く
な
い
し
、
そ
の
道
筋
も
見
え
な
い
。
だ
が
、
ど
ん
な
に
可
能
性
が
低
く
思
え
、
ま
た
ど
ん
な
に
時
間
が
か

か
る
よ
う
に
思
え
て
も
、
不
正
義
や
不
処
罰
の
存
続
に
絶
望
せ
ず
、
ま
た
、
あ
き
ら
め
ず
、
一
三
二
五
号
決
議
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、
少
し
ず
つ
前
進
す
る
こ
と
を
選

ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。
日
本
で
、
そ
し
て
世
界
の
様
々
な
国
と
地
域
で
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
女
性
と
男
性
を
つ
な
ぐ
役
割
を
決
議
は
も
ち
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
。
二
○

一
三
年
報
告
で
は
、
二
○
一
五
年
に
予
定
さ
れ
て
い
る
一
三
二
五
号
決
議
の
実
施
レ
ビ
ュ
ー
の
た
め
の
高
官
会
合
に
向
け
て
、
独
立
し
た
世
界
規
模
の
調
査
を
実
施
し
、

成
功
事
例
や
今
後
の
課
題
、
そ
し
て
新
た
な
傾
向
や
懸
念
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
が
事
務
総
長
よ
り
提
案
さ
れ
、
そ
し
て
、
二
○
一
五
年
に
安
保
理
に
報
告
が
お
こ
な

う
予
定
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（S

/2013/525, para. 76

）。
こ
の
よ
う
な
努
力
を
通
じ
て
、
実
施
が
加
速
さ
れ
、
具
体
的
な
成
果
に
結
び
つ
く
努
力
が
積
み
上
げ

ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
一
三
二
五
号
決
議
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
た
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
の
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
私
た
ち
自
身
が
一
三
二
五
号
決

議
を
広
い
視
点
で
分
析
し
活
用
す
る
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。

注（
1
）
国
連
人
口
基
金
『
世
界
人
口
白
書
二
○
一
○　

紛
争
・
危
機
か
ら
の
再
生
―
女
性
は
い
ま
』（
財
）
家
族
計
画
国
際
協
力
財
団
、
二
○
一
○
年
、D

epartm
en

t of P
eacekeepin

g O
peration

s, 

T
en

-year Im
pact S

tu
d

y on
 Im

plem
en

tation
 of U

N
 S

ecu
rity C

ou
n

cil R
esolu

tion
 1325

（2000

）on
 W

om
en

, P
eace an

d
 S

ecu
rity in

 P
eacekeepin

g, U
n

ited N
ation

s, 2010., 
P

eaceW
om

en
, W

om
en

, P
ea

ce a
n

d
 S

ecu
rity H

a
n

d
book: C

om
p

ila
tion

 a
n

d
 A

n
a

lysis of U
n

ited
 N

a
tion

s S
ecu

rity C
ou

n
cil R

esolu
tion

 L
a

n
gu

a
ge 2000-2010, 

P
eaceW

om
en

, 2010.

等
。

（
2
）
三
輪
敦
子
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
を
め
ぐ
っ
て
―
国
連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
一
三
二
五
号
の
意
義
と
課
題
―
」（
財
）
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
『
研
究
紀
要
』
第
十
六
号
、
二
○

一
一
年
、
二
一
―
五
一
頁
。

（
3
）
同
特
別
代
表
事
務
所
は
、
二
○
一
○
年
四
月
に
設
置
さ
れ
た
。

（
4
）
こ
の
専
門
家
チ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、二
○
一
一
年
五
月
に
事
務
総
長
特
別
代
表
事
務
所
（O

ffice of th
e S

pecial R
epresen

tative of S
ecretary G

en
eral

）
に
設
置
さ
れ
た
。
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
局
、

国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）、
国
連
開
発
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
る
。

（
5
）
一
九
六
○
号
決
議
は
、
ま
た
、「
紛
争
に
関
連
し
た
性
的
暴
力
（con

flict-related sexu
al violen

ce

）」
に
つ
い
て
、「
女
性
、
男
性
、
子
ど
も
に
対
す
る
、
レ
イ
プ
、
性
的
奴
隷
、
強
制
的
売
春
、

強
制
的
妊
娠
、
強
制
的
不
妊
手
術
や
、
そ
れ
と
同
等
の
他
の
形
態
の
性
的
暴
力
」
と
の
定
義
を
示
し
て
い
る
。
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（
6
）S

u
pra n

ote 2.
（
7
）
こ
れ
ら
の
報
告
書
に
加
え
、
重
要
な
事
務
総
長
報
告
と
し
て
、
一
九
六
○
号
決
議
に
基
づ
く
「
紛
争
に
関
連
し
た
性
的
暴
力
に
関
す
る
事
務
総
長
報
告
」
が
あ
る
。
二
○
一
○
年
以
降
に
発
表
さ
れ

た
二
報
告
（A

/66/657-S
/2012/33

お
よ
びA

/67/792-S
/2013/149

）
の
概
要
に
つ
い
て
は
資
料
1
を
参
照
。

（
8
）
同
条
約
は
、二
○
一
三
年
九
月
現
在
、84
ヵ
国
に
よ
り
署
名
さ
れ
、4
ヵ
国
（
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、ガ
イ
ア
ナ
、ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
）
に
よ
り
批
准
さ
れ
て
い
る
（S

/2013/525, 
para. 41 

）。

（
9
）N

ation
al A

ction
 P

lan

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
拙
稿
（su

pra n
ote 2

）
で
は
「
国
内
行
動
計
画
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
て
い
た
が
、
日
本
の
よ
う
に
現
在
、
武
力
紛
争
を
国
内
に
抱
え
て
お

ら
ず
、
ま
た
ド
ナ
ー
国
と
し
て
の
役
割
が
求
め
ら
れ
る
国
に
と
っ
て
は
、
国
際
社
会
で
の
働
き
か
け
や
国
際
協
力
を
通
じ
た
決
議
実
施
支
援
も
重
要
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
、
本
稿
で

は
「
国
別
行
動
計
画
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
10
）H

u
dson

, N
atalie F

lorea, N
ation

al an
d

 R
egion

al Im
plem

en
tation

 of S
ecu

rity C
ou

n
cil R

esolu
tion

s on
 W

om
en

, P
eace an

d
 S

ecu
rity, B

ackgrou
n

d P
aper for G

lobal 

R
eview

 M
eetin

g organ
ized by U

N
 W

om
en

, 5-7 N
ovem

ber 2013, U
N

 W
om

en
, p. 11.

（
11
）Ibid

.

（
12
）U

N
 W

om
en

, W
om

en
 an

d
 P

eace an
d

 S
ecu

rity: G
u

id
elin

es for N
ation

al Im
plem

en
tation

, 2012, p.20.

（
13
）C

abrera-B
alleza, M

avic, N
ation

al A
ction

 P
lan

s on
 U

N
S

C
R

 1325: H
ow

 to avoid
 goin

g from
 N

A
P

pin
g to sleepin

g?, paper presen
ted at th

e In
tern

ation
al S

em
in

ar 

on
 U

N
S

C
R

 1325 N
A

P
 Im

plem
en

tation
 an

d E
valu

ation
 h

eld at Ju
m

on
ji U

n
iversity, Japan

, 27 A
u

gu
st 2013, m

im
eo.

（
14
）Ibid

, p.4-5.

（
15
）Ibid

., p. 5-7.

（
16
）「
安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（su

pra n
ote 2

）
四
三
〜
五
一
頁
、
ま
た
は
、
国
際
女
性
の
地
位
協
会
『
国
際
女
性
』
第

二
六
号
、
尚
学
社
、
二
〇
一
二
年
、
九
七
―
一
〇
五
頁
を
参
照
。

（
17
）
指
標
24（
ａ
）「
多
国
間
信
託
基
金
へ
の
拠
出
金
に
占
め
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
課
題
へ
の
拠
出
金
の
割
合
」
を
除
く
。

（
18
）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
予
算
マ
ー
カ
ー
シ
ス
テ
ム
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
計
画
立
案
と
支
出
を
監
視
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
開
発
援
助
機
関
や
国
連

機
関
が
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
19
）S

/2011/598, pp. 26-34.

（
20
）
第
五
七
回
国
連
婦
人
の
地
位
委
員
会 

橋
本
ヒ
ロ
子
日
本
代
表
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
（
和
文
仮
訳
）
よ
り
。（h

ttp://w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/press/en

zetsu
/pdfs/u

n
_130408_jp.pdf　

二
○

一
四
年
二
月
二
○
日
検
索
）

（
21
）h

ttp://w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/gaiko/files/g8fm

m
2013_03.pdf

仮
訳
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

h
ttp://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/page3_000229.h
tm

l （
二
○
一
四
年
三
月
一
日
検
索
）　

当
時
、Ｇ
８
で
国
別
行
動
計
画
を
策
定
し
て
い
な
い
の
は
、日
本
と
ロ
シ
ア
の
二
ヵ
国
で
あ
っ
た
。

（
22
）
会
合
の
議
事
概
要
等
は
左
記
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

h
ttp://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/w
om

en
/

（
23
）
日
本
に
お
け
る
国
別
行
動
計
画
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
と
課
題
、
各
国
の
国
別
行
動
計
画
、
他
国
の
国
別
行
動
計
画
策
定
支
援
等
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
秋
林
こ
ず
え
、
川
眞
田
嘉
壽
子
他
「
小
特

集　

女
性
に
と
っ
て
『
安
全
保
障
』
と
は
？
」
ア
ジ
ア
女
性
資
料
セ
ン
タ
ー
『
女
た
ち
の
21
世
紀
』
77
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
四
四
―
六
二
頁
。
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（
24
）S

u
pra n

ote 10, p. 14.
（
25
）M

oser, C
arolin

e O
.N

., G
en

d
er P

lan
n

in
g an

d
 D

evelopm
en

t: T
h

eory, P
ractice an

d
 T

rain
in

g, R
ou

tledge, L
on

don
, 1993, p.64.

（
26
）
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
平
和
学
者
で
あ
る
ヨ
ハ
ン
・
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
が
提
唱
す
る
概
念
で
、
戦
争
や
紛
争
が
な
い
状
態
と
し
て
の
平
和
を「
消
極
的
平
和
」、
差
別
、
抑
圧
、
貧
困
等
の
構
造
的
暴
力
が
な
い

状
態
を「
積
極
的
平
和
」
と
す
る
。
二
○
一
三
年
一
○
月
の
第
一
八
五
回
国
会
に
お
け
る
所
信
表
明
演
説
等
で
安
倍
首
相
が
用
い
て
き
て
い
る「
積
極
的
平
和
」
と
は
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
概

念
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
平
和
概
念
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ハ
ン
・
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
他『
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
平
和
学
入
門
』
法
律
文
化
社
、
二
○
○
三
年
等
を
参
照
。

（
27
）
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
を
見
る
限
り
で
は
未
設
置
の
よ
う
で
あ
る
。h

ttp://w
w

w
.u

n
.org/en

/sc/su
bsidiary/

（
二
〇
一
四
年
三
月
一
日
検
索
）

（
28
）W

h
itw

orth
, S

an
dra, M

en
, M

ilitarism
 &

 U
N

 P
eacekeepin

g, L
yn

n
e R

ien
n

er P
u

blish
ers, In

c., B
ou

lder, 2004, p. 121.

（
29
）O

rford, A
n

n
e, “F

em
in

ism
, Im

perialism
 an

d th
e M

ission
 of In

tern
ation

al L
aw

”, N
ord

ic Jou
rn

al of In
tern

ation
al L

aw
, V

ol.71: 275-296, K
lu

w
er L

aw
 In

tern
ation

al, 

2002, p. 282.

（
30
）S

u
pra n

ote 28, p. 185.

（
31
）S

u
pra n

ote 10, p. 35.

（
32
）S

u
pra n

ote 10, pp. 8-9.
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資
料
1

安
保
理
決
議
一
九
六
○
号
に
基
づ
く
「
紛
争
に
関
連
し
た
性
的
暴
力
に
関
す
る
事
務
総
長
報
告
」
二
〇
一
二
年
報
告
と
二
〇
一
三
年
報
告
の
概
要

①
「
紛
争
に
関
連
し
た
性
的
暴
力
に
関
す
る
事
務
総
長
報
告
（R

eport of th
e S

ecretary G
en

eral - C
on

flict-related sexu
al violen

ce

）」（A
/66/657-S

/2012/33

）

二
○
一
二
年
一
月
一
三
日

・
報
告
対
象
期
間
：
二
○
一
○
年
一
二
月
か
ら
二
○
一
一
年
一
一
月

・  

レ
イ
プ
や
他
の
形
態
の
性
的
暴
力
へ
の
関
与
が
疑
わ
れ
る
紛
争
当
事
者
に
関
す
る
情
報
：
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
象
牙
海
岸
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
リ
ビ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、

ソ
マ
リ
ア
、
南
ス
ー
ダ
ン
、
ス
ー
ダ
ン
（
ダ
ル
フ
ー
ル
）

・
紛
争
後
の
性
的
暴
力
に
関
す
る
情
報
：
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
お
よ
び
チ
ャ
ド
、
ネ
パ
ー
ル
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
リ
ベ
リ
ア
、
シ
エ
ラ

レ
オ
ネ
、
東
チ
モ
ー
ル

・
選
挙
、
政
治
的
対
立
、
社
会
不
安
に
関
連
し
た
性
的
暴
力
に
関
す
る
情
報
：
エ
ジ
プ
ト
、
ギ
ニ
ア
、
ケ
ニ
ア
、
シ
リ
ア

・  「
法
の
支
配
と
紛
争
下
の
性
的
暴
力
に
関
す
る
専
門
家
チ
ー
ム
」
の
派
遣
：
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
リ
ベ
リ
ア
、
南
ス
ー
ダ
ン
、
ギ
ニ
ア
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
象
牙
海
岸

・
紛
争
に
関
連
し
た
性
的
暴
力
に
関
す
る
研
修
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
開
発
（
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
局
と
国
連
ウ
ィ
メ
ン
）

・
早
期
警
戒
指
標
の
開
発
（
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
に
対
す
る
国
連
ア
ク
シ
ョ
ン
、
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
に
関
す
る
事
務
総
長
特
別
代
表
事
務
所
、
国
連
ウ
ィ

メ
ン
）

・
停
戦
・
和
平
合
意
に
お
け
る
紛
争
に
関
連
し
た
性
的
暴
力
へ
の
言
及

・A
n

n
ex

に
レ
イ
プ
や
他
の
形
態
の
性
的
暴
力
へ
の
関
与
が
疑
わ
れ
る
紛
争
当
事
者
の
リ
ス
ト
を
掲
載
：
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
象
牙
海
岸
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、

南
ス
ー
ダ
ン

②
「
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
に
関
す
る
事
務
総
長
報
告
（R

eport of th
e S

ecretary G
en

eral - S
exu

al violen
ce in

 con
flict

）」（A
/67/792-S

/2013/149

）

二
○
一
三
年
三
月
一
四
日

・
報
告
対
象
期
間
：
二
○
一
一
年
一
二
月
か
ら
二
○
一
二
年
一
二
月
の
期
間
を
カ
バ
ー
。

・
二
○
一
二
年
九
月
に
新
し
い
「
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
に
関
す
る
事
務
総
長
特
別
代
表
」
と
し
て
ザ
イ
ナ
ブ
・
バ
ン
グ
ー
ラ
氏
を
任
命

・  

レ
イ
プ
や
他
の
形
態
の
性
的
暴
力
へ
の
関
与
が
疑
わ
れ
る
紛
争
当
事
者
に
関
す
る
情
報
：
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
象
牙
海
岸
、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
マ
リ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ソ
マ
リ
ア
、
南
ス
ー
ダ
ン
、
ス
ー
ダ
ン
（
ダ
ル
フ
ー
ル
）、
シ
リ
ア
、
イ
エ
メ
ン

・
紛
争
後
の
性
的
暴
力
に
関
す
る
情
報
：
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
リ
ベ
リ
ア
、
リ
ビ
ア
、
ネ
パ
ー
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
東
チ
モ
ー
ル

・A
n

n
ex

に
レ
イ
プ
や
他
の
形
態
の
性
的
暴
力
へ
の
関
与
が
疑
わ
れ
る
紛
争
当
事
者
の
リ
ス
ト
を
掲
載
：
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
象
牙
海
岸
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、

マ
リ
、
シ
リ
ア
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資
料
2

「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
関
す
る
事
務
総
長
報
告
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
安
保
理
決
議
1325

号
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標

使
わ
れ
て
い
る
指
標

分
　
野

2011
年
報
告
（

S
/2011/598）

2012
年
報
告
（

S
/2012/732）

2013
年
報
告
（

S
/2013/525）

予
　
防

指
標
2：

 国
連
の
平
和
維
持
軍
や
政
治
派
遣
団
が
安
保
理

へ
の
定
期
的
報
告
の
な
か
で
女
性
と
少
女
へ
の
人
権
侵

害
に
関
す
る
情
報
を
ど
の
程
度
入
れ
て
い
る
か

指
標
6：
1325

号
決
議
に
関
連
し
て
安
保
理
が
と
っ
た

行
動
の
数
と
種
類

指
標
13：

安
保
理
派
遣
団
が
業
務
指
示
書
あ
る
い
は
派

遣
団
報
告
の
な
か
で
女
性
と
少
女
に
影
響
を
与
え
る
特

別
な
課
題
を
ど
の
程
度
扱
っ
て
い
る
か
（「
参
加
」
指
標
）

指
標
1（
b）：

紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
に
お
け
る
性
的
暴

力
の
様
相

指
標
4：
報
告
さ
れ
た
性
的
搾
取
や
虐
待
の
な
か
の
、
平

和
維
持
に
携
わ
る
軍
人
・
文
民
警
察
官
あ
る
い
は
人
道

ワ
ー
カ
ー
が
加
害
者
で
あ
っ
た
事
例
の
割
合

指
標
3（
a）：

女
性
と
少
女
へ
の
人
権
侵
害
が
人
権
機
関

に
よ
っ
て
報
告
、
言
及
、
調
査
さ
れ
た
程
度

指
標
3（
b）：

国
内
人
権
機
関
に
お
け
る
女
性
の
数
と
割

合

指
標
2：
国
連
の
平
和
維
持
軍
や
政
治
派
遣
団
が
安
保
理

へ
の
定
期
的
報
告
の
な
か
で
女
性
と
少
女
へ
の
人
権
侵

害
に
関
す
る
情
報
を
ど
の
程
度
入
れ
て
い
る
か

指
標
6：
1325

号
決
議
に
関
連
し
て
安
保
理
が
と
っ
た

行
動
の
数
と
種
類

指
標
13：

安
保
理
派
遣
団
が
業
務
指
示
書
あ
る
い
は
派

遣
団
報
告
の
な
か
で
女
性
と
少
女
に
影
響
を
与
え
る
特

別
な
課
題
を
ど
の
程
度
扱
っ
て
い
る
か
（「
参
加
」
指
標
）

指
標
1（
b）：

紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
に
お
け
る
性
的
暴

力
の
様
相

指
標
4：
報
告
さ
れ
た
性
的
搾
取
や
虐
待
の
な
か
の
、
平

和
維
持
に
携
わ
る
軍
人
・
文
民
警
察
官
あ
る
い
は
人
道

ワ
ー
カ
ー
が
加
害
者
で
あ
っ
た
事
例
の
割
合

指
標
3（
a）：

女
性
と
少
女
へ
の
人
権
侵
害
が
人
権
機
関

に
よ
っ
て
報
告
、
言
及
、
調
査
さ
れ
た
程
度

指
標
3（
b）：

国
内
人
権
機
関
に
お
け
る
女
性
の
数
と
割

合

指
標
2：
国
連
の
平
和
維
持
軍
や
政
治
派
遣
団
が
安
保
理

へ
の
定
期
的
報
告
の
な
か
で
女
性
と
少
女
へ
の
人
権
侵

害
に
関
す
る
情
報
を
ど
の
程
度
入
れ
て
い
る
か

指
標
6：
1325

号
決
議
に
関
連
し
て
安
保
理
が
と
っ
た

行
動
の
数
と
種
類

指
標
13：

安
保
理
派
遣
団
が
業
務
指
示
書
あ
る
い
は
派

遣
団
報
告
の
な
か
で
女
性
と
少
女
に
影
響
を
与
え
る
特

別
な
課
題
を
ど
の
程
度
扱
っ
て
い
る
か
（「
参
加
」
指
標
）

指
標
1（
b）：

紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
に
お
け
る
性
的
暴

力
の
様
相

指
標
4：
報
告
さ
れ
た
性
的
搾
取
や
虐
待
の
な
か
の
、
平

和
維
持
に
携
わ
る
軍
人
・
文
民
警
察
官
あ
る
い
は
人
道

ワ
ー
カ
ー
が
加
害
者
で
あ
っ
た
事
例
の
割
合

指
標
3（
a）：

女
性
と
少
女
へ
の
人
権
侵
害
が
人
権
機
関

に
よ
っ
て
報
告
、
言
及
、
調
査
さ
れ
た
程
度

指
標
3（
b）：

国
内
人
権
機
関
に
お
け
る
女
性
の
数
と
割

合

参
　
加

指
標
8：
女
性
と
少
女
の
安
全
と
地
位
を
向
上
さ
せ
る
た

め
の
特
別
な
条
項
を
含
む
和
平
合
意
の
割
合

指
標
12（

a）：
国
会
議
員
あ
る
い
は
大
臣
と
し
て
の
女

性
の
政
治
参
加

指
標
9：
国
連
の
現
地
派
遣
団
職
員
に
占
め
る
女
性
上
級

職
員
の
割
合

指
標
10：

上
級
レ
ベ
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
専
門
家
が
存
在

す
る
派
遣
団
の
割
合

指
標
11（

a）：
公
式
の
和
平
交
渉
に
参
加
す
る
調
停
者
、

交
渉
者
、
専
門
家
に
占
め
る
女
性
の
割
合

指
標
8：
女
性
と
少
女
の
安
全
と
地
位
を
向
上
さ
せ
る
た

め
の
特
別
な
条
項
を
含
む
和
平
合
意
の
割
合

指
標
12（

a）：
国
会
議
員
あ
る
い
は
大
臣
と
し
て
の
女

性
の
政
治
参
加

指
標
9：
国
連
の
現
地
派
遣
団
職
員
に
占
め
る
女
性
上
級

職
員
の
割
合

指
標
10：

上
級
レ
ベ
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
専
門
家
が
存
在

す
る
派
遣
団
の
割
合

指
標
11（

a）：
公
式
の
和
平
交
渉
に
参
加
す
る
調
停
者
、

交
渉
者
、
専
門
家
に
占
め
る
女
性
の
割
合

指
標
8：
女
性
と
少
女
の
安
全
と
地
位
を
向
上
さ
せ
る
た

め
の
特
別
な
条
項
を
含
む
和
平
合
意
の
割
合

指
標
12（

a）：
国
会
議
員
あ
る
い
は
大
臣
と
し
て
の
女

性
の
政
治
参
加

指
標
9：
国
連
の
現
地
派
遣
団
職
員
に
占
め
る
女
性
上
級

職
員
の
割
合

指
標
7：
紛
争
予
防
に
携
わ
る
地
域
機
関
の
上
級
職
に
占

め
る
女
性
の
数
と
割
合

指
標
10：

上
級
レ
ベ
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
専
門
家
が
存
在

す
る
派
遣
団
の
割
合
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保
　
護

指
標
5（
a）：

平
和
維
持
派
遣
団
の
軍
事
部
門
の
長
と
警

察
部
門
の
長
が
発
表
す
る
指
示
の
な
か
に
、
ど
の
程
度
、

女
性
と
少
女
の
人
権
を
保
護
す
る
方
策
が
入
っ
て
い
る

か
（「
予
防
」
指
標
）

指
標
5（
a）：

平
和
維
持
派
遣
団
の
軍
事
部
門
の
長
と
警

察
部
門
の
長
が
発
表
す
る
指
示
の
な
か
に
、
ど
の
程
度
、

女
性
と
少
女
の
人
権
を
保
護
す
る
方
策
が
入
っ
て
い
る

か
（「
予
防
」
指
標
）

救
援
・

復
興

指
標
24（

a）：
国
連
シ
ス
テ
ム
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の

課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
支
出
す
る
資
金
の
割
合
（
多
国

間
信
託
基
金
を
含
む
）

指
標
25：

真
実
和
解
委
員
会
の
規
程
に
、
女
性
と
少
女

の
権
利
と
参
加
に
関
連
す
る
規
定
が
ど
の
程
度
、
入
っ
て

い
る
か

指
標
24（

a）：
国
連
シ
ス
テ
ム
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の

課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
支
出
す
る
資
金
の
割
合
（
多
国

間
信
託
基
金
を
含
む
）

指
標
18：

早
期
経
済
復
興
計
画
と
し
て
提
供
さ
れ
る
一

時
的
雇
用
か
ら
女
性
と
少
女
が
恩
恵
を
受
け
る
割
合

（「
保
護
」
指
標
）

指
標
26（

b）：
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
社
会
復
帰
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
恩
恵
が
、
女
性
と
少
女
に
ど
の
程
度
、
届
い

て
い
る
か

指
標
25：

真
実
和
解
委
員
会
の
規
程
に
、
女
性
と
少
女

の
権
利
と
参
加
に
関
連
す
る
規
定
が
ど
の
程
度
、
入
っ
て

い
る
か

（
本
報
告
書
で
は
「
平
和
構
築
・
復
興
」
と
い
う
項
目
立

て
に
な
っ
て
い
る
）

指
標
18：

早
期
経
済
復
興
計
画
と
し
て
提
供
さ
れ
る
一

時
的
雇
用
か
ら
女
性
と
少
女
が
恩
恵
を
受
け
る
割
合

（「
保
護
」
指
標
）

指
標
26（

b）：
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
社
会
復
帰
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
恩
恵
が
、
女
性
と
少
女
に
ど
の
程
度
、
届
い

て
い
る
か

指
標
25：

真
実
和
解
委
員
会
の
規
程
に
、
女
性
と
少
女

の
権
利
と
参
加
に
関
連
す
る
規
定
が
ど
の
程
度
、
入
っ
て

い
る
か

指
標
21（

b）：
初
等
教
育
と
中
等
教
育
の
性
別
純
就
学

率指
標
21（

a）：
妊
産
婦
死
亡
率

指
標
24（

a）（
b）：

国
連
シ
ス
テ
ム
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
支
出
す
る
資
金
の
割
合

（
多
国
間
信
託
基
金
を
含
む
）

出
典
：

R
eport of th

e S
ecretary-G

en
eral on

 w
om

en
 an

d peace an
d secu

rity, S
/2011/598, S

/2012/732, S
/2013/52

よ
り
作
成
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資
料
3

女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
関
す
る
戦
略
的
成
果
枠
組

目
標
1：
紛
争
お
よ
び
紛
争
下
と
紛
争
後
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
女
性
と
少
女
に
対
す
る
暴
力
の
防
止

成
果
1．
1：
女
性
が
全
て
の
紛
争
予
防
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
紛
争
予
防
シ
ス
テ
ム
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

成
　
　
果

2014
年
ま
で
の
目
標

2010
年
ま
で
の
目
標

成
果
1．
1．
1

国
連
の
紛
争
お
よ
び
危
機
的
状
況
に
関
す
る
早
期
警
戒
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
、
女
性
と
少
女
が
経
験
す
る
安
全
保
障
上
の
脅

威
に
つ
い
て
の
信
頼
に
足
る
情
報
が
集
め
ら
れ
、
女
性
か
ら

早
期
警
戒
に
必
要
な
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段
が
確
立

さ
れ
る
。

・
国
連
の
早
期
警
戒
シ
ス
テ
ム
の
50％

が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に

関
す
る
指
標
を
活
用
し
て
い
る
。

・
全
て
の
国
連
の
早
期
警
戒
シ
ス
テ
ム
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に

関
す
る
指
標
を
活
用
し
て
い
る
。

成
果
1．
1．
2

公
式
、
非
公
式
の
、
女
性
に
よ
る
紛
争
予
防
の
努
力
が
強
化

さ
れ
、
国
連
機
関
に
よ
り
支
援
さ
れ
る
。

・
国
連
が
事
務
所
を
置
く
国
の
20％

に
お
い
て
、
国
連
の
開

発
お
よ
び
他
の
統
合
的
計
画
枠
組
と
そ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス（
統

合
的
戦
略
枠
組
、
国
連
開
発
援
助
枠
組
、
統
合
的
派
遣
計
画

プ
ロ
セ
ス
）
に
、
紛
争
予
防
の
分
野
で
活
動
す
る
女
性
団
体

の
能
力
強
化
が
含
ま
れ
る
。

・
国
連
が
支
援
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
研
修
を
受
け
た
地
域
レ

ベ
ル
の
紛
争
調
停
者
の
40%

が
女
性
で
あ
る
。

・
国
連
が
事
務
所
を
置
く
国
の
80％

に
お
い
て
、
国
連
の
開

発
お
よ
び
他
の
統
合
的
計
画
枠
組
と
そ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス（
統

合
的
戦
略
枠
組
、
国
連
開
発
援
助
枠
組
、
統
合
的
派
遣
計
画

プ
ロ
セ
ス
）
に
、
紛
争
予
防
の
分
野
で
活
動
す
る
女
性
団
体

の
能
力
強
化
が
含
ま
れ
る
。

・
国
連
が
支
援
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
研
修
を
受
け
た
地
域
レ

ベ
ル
の
紛
争
調
停
者
の
50%

が
女
性
で
あ
る
。

成
果
1．
1．
3

国
連
が
支
援
す
る
武
装
解
除
、
武
器
不
拡
散
、
武
器
を
用
い

た
暴
力
予
防
・
削
減
の
た
め
の
活
動
に
、
女
性
リ
ー
ダ
ー
や

女
性
グ
ル
ー
プ
と
の
定
期
的
な
協
議
が
含
ま
れ
、
女
性
リ
ー

ダ
ー
と
女
性
グ
ル
ー
プ
が
活
発
に
関
わ
る
。

・
国
連
が
支
援
す
る
武
装
解
除
活
動
の
50％

で
、
女
性
リ
ー

ダ
ー
お
よ
び
女
性
グ
ル
ー
プ
と
の
効
果
的
な
協
議
が
実
施
さ

れ
、
女
性
リ
ー
ダ
ー
お
よ
び
女
性
グ
ル
ー
プ
が
活
動
に
参
加

し
て
い
る
。

・
国
連
が
支
援
す
る
武
装
解
除
活
動
の
75％

で
、
女
性
リ
ー

ダ
ー
お
よ
び
女
性
グ
ル
ー
プ
と
の
効
果
的
な
協
議
が
実
施
さ

れ
、
女
性
リ
ー
ダ
ー
お
よ
び
女
性
グ
ル
ー
プ
が
活
動
に
参
加

し
て
い
る
。

成
果
1．
1．
4

安
保
理
派
遣
団
が
、
女
性
と
少
女
の
権
利
や
ニ
ー
ズ
に
関
す

る
状
況
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
の
協

議
を
確
実
に
お
こ
な
う
。

・
安
保
理
派
遣
団
（
2011

年
以
降
）
の
75％
が
女
性
リ
ー
ダ
ー

お
よ
び
女
性
組
織
と
面
会
し
て
い
る
。

・
全
て
の
安
保
理
派
遣
団
（
2011

年
以
降
）
が
女
性
リ
ー
ダ
ー

お
よ
び
女
性
組
織
と
面
会
し
て
い
る
。
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成
果
1．
2：
性
的
暴
力
を
含
む
、
紛
争
下
に
お
け
る
女
性
と
少
女
に
対
す
る
人
権
侵
害
を
組
織
的
に
監
視
し
、
報
告
し
、
予
防
す
る
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
構
築
さ
れ
る
。

成
　
　
果

2014
年
ま
で
の
目
標

2020
年
ま
で
の
目
標

成
果
1．
2．
1

国
連
の
現
地
派
遣
団
が
、
女
性
と
少
女
に
対
す
る
紛
争
に
関

連
し
た
性
的
暴
力
と
他
の
人
権
侵
害
を
監
視
し
防
止
す
る
た

め
の
努
力
を
直
ち
に
長
期
的
観
点
に
立
ち
開
始
す
る
。

・
軍
隊
と
警
察
に
対
す
る
部
隊
司
令
官
指
示
お
よ
び
多
面
的

平
和
維
持
活
動
概
念
の
75％

に
人
権
と
性
的
お
よ
び
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
の
防
止
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

・
遠
隔
地
へ
の
人
権
現
地
派
遣
団
が
15％
増
加
す
る
。

・
民
間
人
保
護
を
任
務
と
す
る
平
和
維
持
活
動
が
展
開
さ
れ

て
い
て
、
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
が
頻
発
し
て
い
る
国

の
50％
に
、
女
性
保
護
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
派
遣
さ
れ
る
。

・
安
保
理
決
議
1960

号
（
2010

年
）
で
要
請
さ
れ
て
い
る
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
・
報
告
制
度
が
構
築
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
国
で

導
入
さ
れ
る
。

・
軍
隊
と
警
察
に
対
す
る
全
て
の
部
隊
司
令
官
指
示
お
よ
び

多
面
的
平
和
維
持
活
動
概
念
に
人
権
と
性
的
お
よ
び
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
の
防
止
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

・
遠
隔
地
へ
の
人
権
現
地
派
遣
団
が
25％
増
加
す
る
。

・
民
間
人
保
護
を
任
務
と
す
る
平
和
維
持
活
動
が
展
開
さ
れ

て
い
て
、
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
が
頻
発
し
て
い
る
全

て
の
国
に
女
性
保
護
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
派
遣
さ
れ
る
。

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
報
告
制
度
が
、
主
要
な
い
く
つ
か
の
国

で
実
施
さ
れ
る
。

成
果
1．
2．
2

事
務
総
長
が
安
保
理
に
提
出
す
る
す
べ
て
の
国
別
・
テ
ー
マ

別
報
告
の
中
で
、
女
性
と
少
女
へ
の
人
権
侵
害
を
予
防
す
る

た
め
の
具
体
的
提
案
を
含
む
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
関

す
る
分
析
が
提
供
さ
れ
る
。

・
安
保
理
へ
の
国
別
・
テ
ー
マ
別
報
告
の
50％

で
、
事
務
総

長
が
女
性
と
少
女
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
具
体
的
提
言

を
お
こ
な
う
。

・
安
保
理
へ
の
国
別
・
テ
ー
マ
別
報
告
の
75％

で
、
事
務
総

長
が
女
性
と
少
女
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
具
体
的
提
言

を
お
こ
な
う
。

目
標
2：
各
国
、
地
域
、
国
際
レ
ベ
ル
に
お
け
る
平
和
と
安
全
保
障
に
関
す
る
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
、
女
性
が
男
性
と
同
等
に
参
加
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
が
推
進
さ
れ
る
。

成
果
2．
1：
平
和
と
安
全
保
障
の
維
持
を
目
的
と
す
る
国
際
、
地
域
、
各
国
の
制
度
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
に
女
性
が
参
加
し
能
力
を
発
揮
す
る
。

成
　
　
果

2014
年
ま
で
の
目
標

2020
年
ま
で
の
目
標

成
果
2．
1．
1

紛
争
下
な
ら
び
に
紛
争
後
の
状
況
で
活
動
す
る
す
べ
て
の
国

連
機
関
に
お
い
て
、
上
級
レ
ベ
ル
（

P5
以
上
）
の
ポ
ス
ト
に

就
く
女
性
が
増
え
、
上
位
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
配
慮
が
向
上
す
る
。

・
紛
争
下
な
ら
び
に
紛
争
後
の
状
況
で
活
動
す
る
国
連
機
関

に
お
い
て
、
上
級
レ
ベ
ル
（

P5
以
上
）
の
ポ
ス
ト
の
最
低

30％
を
女
性
が
占
め
る
。

・
政
治
、
平
和
構
築
、
あ
る
い
は
多
面
的
平
和
維
持
活
動
が

展
開
さ
れ
て
い
る
全
て
の
国
に
最
低
1
名
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
が
派
遣
さ
れ
る
。

・
紛
争
下
な
ら
び
に
紛
争
後
の
状
況
で
活
動
す
る
国
連
機
関

に
お
い
て
、
上
級
レ
ベ
ル
（

P5
以
上
）
の
ポ
ス
ト
の
最
低

40％
を
女
性
が
占
め
る
。
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成
果
2．
2：
和
平
合
意
に
お
い
て
、
女
性
の
優
先
事
項
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
連
す
る
課
題
に
よ
り
関
心
が
向
け
ら
れ
る
。

成
　
　
果

2014
年
ま
で
の
目
標

2020
年
ま
で
の
目
標

成
果
2．
2．
1

国
連
が
主
導
す
る
和
平
プ
ロ
セ
ス
の
主
席
調
停
官
／
特
使
へ

の
女
性
の
任
命
が
増
え
る
。

・
国
連
が
主
導
す
る
和
平
プ
ロ
セ
ス
の
主
席
調
停
官
／
特
使

に
最
低
1
名
の
女
性
が
任
命
さ
れ
る
。

・
国
連
が
主
導
す
る
和
平
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
新
た
に
任

命
さ
れ
る
3
名
の
主
席
調
停
官
／
特
使
の
う
ち
最
低
1
名
は

女
性
が
任
命
さ
れ
る
。

成
果
2．
2．
2

国
連
が
支
援
す
る
調
停
活
動
に
対
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す

る
専
門
性
が
提
供
さ
れ
る
。

・
国
連
が
支
援
す
る
調
停
活
動
の
50％
に
対
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

に
関
す
る
専
門
性
が
提
供
さ
れ
る
。

・
国
連
が
支
援
す
る
調
停
活
動
の
75％
に
対
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

に
関
す
る
専
門
性
が
提
供
さ
れ
る
。

成
果
2．
2．
3

和
平
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
女
性
の
代
表
が
調
停
・
交
渉
チ
ー

ム
と
の
協
議
を
お
こ
な
う
。

・
国
連
の
全
て
の
特
使
・
調
停
官
・
調
停
チ
ー
ム
の
50％

が
、

女
性
リ
ー
ダ
ー
や
女
性

N
G

O
と
定
期
的
な
協
議
を
お
こ
な

う
。

・
国
連
の
全
て
の
特
使
・
調
停
官
・
調
停
チ
ー
ム
の
85％

が
、

女
性
リ
ー
ダ
ー
や
女
性

N
G

O
と
定
期
的
な
協
議
を
お
こ
な

う
。

成
果
2．
3：
紛
争
後
の
国
家
に
お
け
る
意
思
決
定
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
へ
の
女
性
の
参
加
が
増
え
る
。

成
　
　
果

2014
年
ま
で
の
目
標

2020
年
ま
で
の
目
標

成
果
2．
3．
1

国
連
が
主
導
す
る
紛
争
解
決
プ
ロ
セ
ス
や
紛
争
後
の
復
興
過

程
に
あ
る
国
家
へ
の
支
援
に
お
い
て
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約

や
他
の
国
際
人
権
条
約
の
提
言
で
示
さ
れ
て
い
る
、
ク
オ
ー

タ
制
を
含
む
暫
定
的
特
別
措
置
の
導
入
が
検
討
さ
れ
る
。

・
支
援
を
要
請
す
る
国
家
に
設
置
さ
れ
る
選
挙
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
ユ
ニ
ッ
ト
の
最
低
50％

に
対
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す

る
専
門
性
が
提
供
さ
れ
る
。

・
全
て
の
支
援
を
要
請
す
る
国
家
に
設
置
さ
れ
る
選
挙
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
ユ
ニ
ッ
ト
に
対
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
専

門
性
が
提
供
さ
れ
る
。

成
果
2．
3．
2

国
連
に
よ
る
行
政
改
革
支
援
に
お
い
て
、
女
性
差
別
撤
廃
条

約
や
他
の
国
際
人
権
条
約
か
ら
の
提
言
に
沿
い
、
国
家
制
度

の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
に
お
け
る
女
性
の
割
合
を
増
や
す
た
め

の
包
括
的
な
施
策
（
ク
オ
ー
タ
制
や
早
期
昇
進
ス
キ
ー
ム
の

導
入
等
）
が
提
示
さ
れ
、
制
度
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
の

能
力
育
成
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

・
行
政
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
実
現

を
促
進
す
る
た
め
の
支
援
や
戦
略
が
、
武
力
紛
争
下
あ
る
い

は
紛
争
後
の
国
家
の
50％
に
対
し
提
供
さ
れ
る
。

・
行
政
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
実
現

を
促
進
す
る
た
め
の
支
援
や
戦
略
が
、
す
べ
て
の
武
力
紛
争

下
あ
る
い
は
紛
争
後
の
国
家
に
対
し
提
供
さ
れ
る
。
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目
標
3：
武
力
紛
争
下
あ
る
い
は
紛
争
後
の
状
況
に
お
い
て
、
女
性
と
少
女
の
権
利
が
保
護
さ
れ
保
障
さ
れ
る
。

成
果
3．
1：
女
性
と
少
女
の
安
全
保
障
、
安
全
、
健
康
が
制
度
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
機
構
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。

成
　
　
果

2014
年
ま
で
の
目
標

2020
年
ま
で
の
目
標

成
果
3．
1．
1

女
性
と
少
女
の
権
利
が
民
間
人
保
護
に
関
す
る
す
べ
て
の
業

務
指
導
書
に
盛
り
込
ま
れ
、
関
連
す
る
派
遣
団
で
導
入
さ
れ

る
。

・
女
性
と
少
女
の
権
利
保
護
が
含
ま
れ
る
業
務
指
導
書
が
、

民
間
人
保
護
を
任
務
と
す
る
統
合
派
遣
団
が
展
開
し
て
い
る

国
家
の
50％
で
実
施
さ
れ
る
。

・
女
性
と
少
女
の
権
利
保
護
が
含
ま
れ
る
業
務
指
導
書
が
、

民
間
人
保
護
を
任
務
と
す
る
統
合
派
遣
団
が
展
開
し
て
い
る

す
べ
て
の
国
家
で
実
施
さ
れ
る
。

成
果
3．
1．
2

武
力
紛
争
に
よ
り
難
民
あ
る
い
は
国
内
避
難
民
に
な
っ
た
女

性
の
安
全
保
障
を
促
進
し
、
す
べ
て
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
の
委

員
会
へ
の
女
性
の
参
加
を
推
進
し
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
等
に
お

け
る
性
的
暴
力
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
を
防
止
し
対

応
す
る
た
め
の
セ
ク
タ
ー
横
断
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
構
築
さ
れ

る
よ
う
、
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
。

・
国
連
に
よ
る
避
難
民
支
援
の
50％

で
、
紛
争
に
よ
り
避
難

民
と
な
っ
た
女
性
と
少
女
を
保
護
す
る
た
め
の
特
別
な
措
置

が
導
入
さ
れ
る
。

・
国
連
に
よ
る
避
難
民
支
援
の
75％

で
、
紛
争
に
よ
り
避
難

民
と
な
っ
た
女
性
と
少
女
を
保
護
す
る
た
め
の
特
別
な
措
置

が
導
入
さ
れ
る
。

成
果
3．
2：

  安
全
保
障
セ
ク
タ
ー
改
革
な
ら
び
に
地
域
の
安
全
保
障
と
武
器
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
女
性
と
少
女
が
直
面
す
る
脅
威
に
対
応
し
、
武
装
解
除
、
武
器
の
拡
散
防
止
管
理
（
総
会

決
議
65/69

に
基
づ
く
）、
武
器
に
よ
る
暴
力
の
予
防
・
削
減
に
関
係
す
る
制
度
改
革
プ
ロ
セ
ス
や
活
動
へ
の
女
性
の
参
加
を
推
進
す
る
。

成
　
　
果

2014
年
ま
で
の
目
標

2020
年
ま
で
の
目
標

成
果
3．
2．
1

国
連
が
、
小
型
武
器
・
軽
火
器
管
理
を
目
的
と
す
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
配
慮
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
強
化
す
る
た
め
に
、
技
術

的
支
援
を
提
供
し
、
能
力
育
成
を
お
こ
な
う
。

・
国
連
が
支
援
あ
る
い
は
主
導
す
る
武
装
解
除
・
武
器
管
理

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
75％

に
お
い
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
計
画
と
実

施
に
あ
た
っ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
主
流
化
さ
れ
る
。

・
国
連
が
支
援
あ
る
い
は
主
導
す
る
、
す
べ
て
の
武
装
解
除
・

武
器
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
計
画
と

実
施
に
あ
た
っ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
主
流
化
さ
れ
る
。

成
果
3．
2．
2

国
連
が
、
能
力
育
成
や
支
援
を
通
じ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
配
慮

し
た
安
全
保
障
セ
ク
タ
ー
改
革
が
実
現
す
る
よ
う
各
国
政
府

を
支
援
す
る
。

・
安
全
保
障
分
野
の
研
修
参
加
者
の
20％
が
女
性
で
あ
る
。

・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
慮
が
、
国
連
が
支
援
す
る
国
家
安
全
保
障

政
策
、
戦
略
、
計
画
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
効
果
的
に
主
流
化
さ

れ
る
。

・
安
全
保
障
分
野
の
研
修
参
加
者
の
30％
が
女
性
で
あ
る
。

成
果
3．
3：
権
利
侵
害
を
受
け
た
女
性
と
少
女
に
よ
る
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
改
善
さ
れ
る
。

成
　
　
果

2014
年
ま
で
の
目
標

2020
年
ま
で
の
目
標

成
果
3．
3．
1

関
係
す
る
国
連
機
関
が
、
国
際
基
準
に
合
致
す
る
女
性
と
少

女
の
人
権
を
保
護
し
保
障
す
る
た
め
の
司
法
・
矯
正
改
革
と

法
的
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
公
式
・
非
公
式
双
方
）
の
実
現
を
推

進
し
支
援
し
技
術
支
援
を
お
こ
な
う
。

・
法
の
支
配
や
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
強
化
す
る
た
め
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
資
金
の
15％

が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
女
性
の
エ

ン
パ
ワ
メ
ン
ト
に
向
け
ら
れ
る
。

・
法
の
支
配
や
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
強
化
す
る
た
め
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
資
金
の
30％

が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
女
性
の
エ

ン
パ
ワ
メ
ン
ト
に
向
け
ら
れ
る
。
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目
標
4：

  武
力
紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
の
状
況
に
お
い
て
、
女
性
と
少
女
に
特
有
の
救
援
関
連
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
お
こ
な
わ
れ
、
救
援
・
復
興
に
あ
た
り
女
性
が
主
体
的
に
能
力
を
発
揮

で
き
る
よ
う
支
援
す
る
。

成
果
4．
1：

  紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
の
状
況
に
お
け
る
救
援
・
復
興
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
計
画
と
予
算
に
女
性
と
少
女
の
ニ
ー
ズ
、
特
に
脆
弱
な
女
性
と
少
女
（
国
内
避
難
民
、
性
的
暴
力
・
ジ
ェ

ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
や
戦
争
犯
罪
の
被
害
者
、
障
害
女
性
・
少
女
、
女
性
世
帯
主
、
女
性
の
元
戦
闘
員
、
難
民
・
帰
還
民
、

H
IV
に
感
染
し
た
女
性
）
の
ニ
ー
ズ
が
反
映
さ
れ
る
。

成
　
　
果

2014
年
ま
で
の
目
標

2020
年
ま
で
の
目
標

成
果
4．
1．
1

紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
の
状
況
で
活
動
す
る
任
務
を
有
す
る

全
て
の
国
連
機
関
と
多
国
間
信
託
基
金
に
よ
り
、ジ
ェ
ン
ダ
ー

平
等
の
課
題
に
対
す
る
取
り
組
み
を
評
価
す
る
た
め
の
予
算

使
途
確
認
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
開
発
さ
れ
る
。

・
紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
の
状
況
で
活
動
す
る
国
連
機
関
の

40％
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
予
算
確
認
メ
カ
ニ

ズ
ム
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
予
算
マ
ー
カ
ー
シ
ス
テ
ム
等
）
が
構
築

さ
れ
機
能
す
る
。

・
紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
の
状
況
で
活
動
す
る
す
べ
て
の
国

連
機
関
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
予
算
確
認
メ
カ

ニ
ズ
ム
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
予
算
マ
ー
カ
ー
シ
ス
テ
ム
等
）
が
構

築
さ
れ
機
能
す
る
。

成
果
4．
1．
2

紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
の
状
況
（
人
道
支
援
や
平
和
構
築
プ

ロ
セ
ス
を
含
む
）
で
国
連
が
主
導
す
る
計
画
立
案
プ
ロ
セ
ス

に
お
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
慮
が
盛
り
込
ま
れ
る
。

・
紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
の
状
況
に
お
い
て
、
国
連
の
主
導

で
計
画
立
案
が
お
こ
な
わ
れ
る
文
書
な
ら
び
に
実
施
さ
れ
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
／
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
少
な
く
と
も
70％

が
、
少

女
、
少
年
、
女
性
、
男
性
、
な
か
で
も
脆
弱
な
状
況
に
置
か

れ
て
い
る
人
た
ち
に
固
有
の
ニ
ー
ズ
と
能
力
に
対
応
す
る
も

の
に
な
る
。

・
紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
の
状
況
で
技
術
支
援
を
提
供
す
る

人
材
ロ
ス
タ
ー
に
、
関
連
分
野
（
難
民
キ
ャ
ン
プ
の
運
営
、

自
然
資
源
利
用
等
）
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
専
門
家
が
含
ま
れ
る
。

・
国
連
が
主
導
す
る
地
域
開
発
お
よ
び
地
域
社
会
の
イ
ン
フ

ラ
復
旧
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
少
な
く
と
も
50％

に
、
地
域
社
会
で

活
動
す
る
女
性
グ
ル
ー
プ
が
実
質
的
か
つ
有
効
に
参
加
す
る

た
め
の
制
度
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
優
先
課
題
の
設
定
、
受
益
者

の
確
定
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
等
）
が
盛
り
込
ま
れ
る
。

・
紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
の
状
況
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国

連
の
主
導
で
計
画
立
案
が
お
こ
な
わ
れ
る
文
書
な
ら
び
に
実

施
さ
れ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
／
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
少
女
、
少
年
、

女
性
、
男
性
、
な
か
で
も
脆
弱
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
人

た
ち
に
固
有
の
ニ
ー
ズ
と
能
力
に
対
応
す
る
も
の
に
な
る
。

・
国
連
が
主
導
す
る
す
べ
て
の
地
域
開
発
お
よ
び
地
域
社
会

の
イ
ン
フ
ラ
復
旧
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
、
地
域
社
会
で
活
動
す
る

女
性
グ
ル
ー
プ
が
実
質
的
か
つ
有
効
に
参
加
す
る
た
め
の
制

度
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
盛
り
込
ま
れ
る
。
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成
果
4．
2：
紛
争
後
の
制
度
と
平
和
定
着
の
プ
ロ
セ
ス
に
女
性
が
十
分
に
関
わ
り
、
紛
争
下
で
の
女
性
の
役
割
お
よ
び
不
正
義
か
ら
の
救
済
へ
の
権
利
が
認
識
さ
れ
る
。

成
　
　
果

2014
年
ま
で
の
目
標

2020
年
ま
で
の
目
標

成
果
4．
2．
1

女
性
と
男
性
の
元
戦
闘
員
や
武
装
グ
ル
ー
プ
に
関
係
が
あ
っ

た
女
性
、
男
性
、
少
女
、
少
年
に
固
有
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応

が
確
実
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
、
和
平
合
意
の
交
渉
、
国
家

制
度
の
構
築
、
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
立
案
・
実
施
を
含
む
、

国
連
が
支
援
す
る
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
再
統
合
の
す
べ

て
の
段
階
に
女
性
が
平
等
に
参
加
す
る
。

・
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
再
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
向
け
資
金

の
少
な
く
と
も
15％

が
、
暴
力
関
連
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
課
題
を

含
む
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
係
す
る
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
に
充
て
ら

れ
る
。

・
国
連
が
支
援
す
る
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
再
統
合
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
75％

で
、
運
営
・
実
施
に
関
し
、
適
切
で
十
分
な

ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
連
の
専
門
的
支
援
が
得
ら
れ
る
。

・
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
再
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
向
け
資
金

の
少
な
く
と
も
20％

が
、
暴
力
関
連
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
課
題
を

含
む
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
係
す
る
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
に
充
て
ら

れ
る
。

・
国
連
が
支
援
す
る
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
再
統
合
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
95％

で
、
運
営
・
実
施
に
関
し
、
適
切
で
十
分
な

ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
連
の
専
門
的
支
援
が
得
ら
れ
る
。

成
果
4．
2．
2

真
実
和
解
委
員
会
、
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
他
の
関
係
す
る
組

織
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
慮
の
最
低
基
準
が
設
定
さ
れ
る
。

（
さ
ら
に
、
そ
の
実
現
を
確
保
す
る
た
め
の
方
法
が
、
関
係
す

る
国
連
機
関
に
よ
る
技
術
的
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
提
供
さ
れ

る
。）

・
移
行
期
に
お
け
る
正
義
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
補
償
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
含
む
）
予
算
の
少
な
く
と
も
15％

が
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
を
推
進
す
る
た
め
の
活
動
に
充
て
ら
れ
る
。

・
移
行
期
に
お
け
る
正
義
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
補
償
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
含
む
）
予
算
の
少
な
く
と
も
30％

が
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
を
推
進
す
る
た
め
の
活
動
に
充
て
ら
れ
る
。
残
り

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
少
な
く
と
も
50％

に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

の
課
題
が
盛
り
込
ま
れ
る
。

成
果
4．
3：
女
性
と
少
女
が
生
計
創
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
へ
の
平
等
な
ア
ク
セ
ス
を
得
る
。

成
　
　
果

2014
年
ま
で
の
目
標

2020
年
ま
で
の
目
標

成
果
4．
3．
1

経
済
復
興
お
よ
び
一
時
的
雇
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
特
に
女
性

と
少
女
を
そ
の
対
象
と
す
る
。

・
経
済
復
興
プ
ロ
グ
ラ
ム
向
け
資
金
の
少
な
く
と
も
15％

が
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進
を
目
的
と
す
る
活
動
に
使
わ
れ
る
。

・
経
済
復
興
、
一
時
的
雇
用
、
紛
争
後
の
貧
困
削
減
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
対
象
者
の
少
な
く
と
も
30％
を
女
性
が
占
め
る
。

・
経
済
復
興
プ
ロ
グ
ラ
ム
向
け
資
金
の
少
な
く
と
も
30％

が
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進
を
目
的
と
す
る
活
動
に
使
わ
れ
、
残

り
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
50％

が
、
女
性
、
男
性
、
少
女
、
少
年

の
異
な
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
の
活
動
を
含
む
。

・
経
済
復
興
、
一
時
的
雇
用
、
紛
争
後
の
貧
困
削
減
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
対
象
者
の
少
な
く
と
も
40％
を
女
性
が
占
め
る
。
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